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午前９時００分開議

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１０番、細田元教君、１１番、井田章雄君。

・ ・

日程第２ 議事日程の宣告
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○議長（秦 伊知郎君） 日程第２、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・

日程第３ 町政に対する一般質問

○議長（秦 伊知郎君） 日程第３、前日に引き続き町政に対する一般質問を行います。

順序は通告の順とし、順次質問を許します。

まず、１２番、亀尾共三君の質問を許します。

１２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） １２番、亀尾です。議長から質問の許可を許されましたので発言

いたします。

最初にですけども、きょうは私の通告にありました中で事前に提示いただきまして、ありがと

うございました。でも、通告の文書に上げておりますので、そのことを言いますので、よろしく

お願いします。今回の質問では、２つの項目についてお聞きしますので、よろしくお願いします。

１つ目の事項は、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の軽減を求めて質問いたします。賃

金が上がらない中、社会保障制度の負担がふえている今日、国民健康保険加入世帯の多くは、所

得が減ったと話されております。そのような中でも、精いっぱい背伸びをしながら税を納めてお

られるのが現状であります。このような現状の打開策は、負担の軽減をすべきではないでしょう

か。また、後期高齢者医療保険料も、年金が唯一の生活費にされている方がほとんどであります。

年金の支給額は年ごとに減額となっており、国民健康保険税と後期高齢者医療保険料の引き下げ

を求めてお聞きします。

まず１つ目、国保世帯の所得額が減額なのに、国保税は増額になることは矛盾しております。

これは３月の議会で、私が国保税についての質問の中でそのようなことが示されました。国保の

減額することを求めるものであります。

２つ目、所得額がない世帯、３３２２２下の世帯、６０２ ０００２２下、そして８８２２２

下、１７０２ ０００２２下、それ下れの税額は下らでしょうかということをお聞きしました。

しかし、既に最初申し上げましたが、そのようなことに関することは、次の軽減世帯でも２割、

５割、７割世帯の数もそのようなことが示されております。ありがとうございました。

４つ目なんですけども、地方税法第７０３条の４の規定のうちで、均等割の減額を廃止してい

る自治体が、既に５０何自治体が実施されております。もし、そのようなことを実施されたら、

どのような状況が起こっているのか、調査されましたでしょうか、お聞きします。
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次に、国保税は、他の健康保険と比べて構造上負担が高い。軽減のため、一般会計からの独自

に繰り入れをされることを求めるものであります。さらに、後期高齢者医療保険の対象数と、１

人暮らし、いわゆる独居、数とそのパーセントは下らでしょうか。

次に、後期高齢者の所得の最高額と最低額を平均額は下らでしょうか、お聞きします。

２つ目の事項は、教育費の保護者の負担軽減を求めて質問いたします。少子化対策と町内の人

口増加の施策の一環として、子供教育費に支援をすることを重要性からお聞きします。高等学校

は義務教育ではありませんが、今日では毎年ほぼ１００％に近い子供たちが進学をしているので

はないでしょうか。高校卒業後は、自分自身の考えで就職する人、そして大学、また各種の専門

学校へと進んでいます。その間にかかる費用は大変な金額が必要であり、町独自の支援をするこ

とを求めてお聞きします。

まず、本町で高等学校、大学、各種の専門学校に進学している人数がわかったら何人でしょう

か、お聞きします。

次に、社会同和教育推進事業として、高校生、大学生に奨学金の支給が実施されております。

支給額の引き上げと利用の拡大、いわゆる所得税に関することで緩和すること、このことの実施

することを求めるものであります。

さらに、２前から必要としております、何回か取り上げておりますが、小学校、中学校の給食

費の無料化の実施を求めます。そして、小学３年生まで実施されております教材費、また会費の

支援を、６年生まで拡大することを求めるものであります。

２上、この２項をこの場からの質問とし、答弁をいただいた後、再質問して深めたいと思いま

すので、どう下よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） おはようございます。本日もどう下よろしくお願いいたします。

それでは、亀尾議員の御質問にお答えしてまいります。まず、亀尾議員の本年３月議会の一般

質問で、平成１５年度、平成２０年度、平成２５年度、平成２９年度の１人当たりの国保税と所

得について説明をさせていただきました。その中で、所得は減少傾向で、国保税は増額傾向とな

っている説明だったことから、国保税は減額してほしいとの御質問だと思います。国民健康保険

事業は、その２分の１を被保険者から御負担いただく保険税で、残る２分の１を国からの収入で

賄っています。南部町では、さまざまな努力をして、平成２７年度から税率は変更しないでここ

まで頑張ってまいりました。したがいまして、現状の内容で御理解いただきますようお願いいた

します。
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次に、２番目に、所得なし世帯、３３２２２下世帯、６０２世帯、それ下れの税額は下らかと

いう御質問にお答えいたします。税額は、ひとり世帯で資産割額がないという条件の税額で申し

上げます。所得なし世帯は２２ ４２０２、３３２２２下世帯は９２ ０８０２、６０２ ００  

０２２下世帯は１３２ １６０２、８８２２２下世帯は１６２ ９６０２、１７０２ ０００２  

２下世帯は２６２ ３６０２でございます。

次に、軽減世帯の質問について、平成３０年度の当初賦課時点の数字でお答えいたします。軽

減世帯の総数は９２５世帯で６⒉８％、２割軽減は１６４世帯で１⒈１％、５割軽減は３２６世

帯で２⒉１％、７割軽減は４３５世帯で２⒐５％でございます。

次に、均等割額廃止の自治体の実情を調査されましたかの御質問にお答えします。均等割額の

廃止については、地方税法第７０３条の４に規定されていますので、町独自に均等割額を廃止す

ることはできないとこれまでも申し上げてきたとおりでございますので、どう下御理解をお願い

したいと思います。

次に、軽減のため一般会計から独自の繰り出しを求めるとの問いにお答えいたします。議員が

おっしゃる国保税軽減のための一般会計の繰り出しは、国民健康保険特別会計では、法定外繰り

入れとなります。２前より申し上げておりますが、この法定外繰り入れは、町民の皆様から納め

ていただいた税金などで運営する町の一般会計から国保の特別会計に公金を投入することですの

で、国保被保険者２外の町民の皆様との負担の公平性の観点から理解が得られがたいことから、

法定外繰り入れは行っておりません。また、御質問の国保税軽減のためとなりますと、単年度で

やめるというわけにはいかなくなりますので、町財政に重大な影響を与えてくると、このように

考えてるところでございます。こうしたことから、国保税軽減のための法定外繰り入れは行わず、

特定健診、特定保健指導の推進や、重症化予防対策、後発医薬品使用の促進等による医療適正化

の推進、保険税収納率の向上などによって、国保財政の健全化にこれからも努めてまいりたいと、

このように考えております。

次に、後期高齢者医療の被保険者数とひとり暮らしの方の数で割合は下らかの御質問にお答え

をいたします。後期高齢者医療の被保険者数は、４月を現をで ０５１人、７５を２上の独居世

帯は３５１世帯でございました。割合は１⒎１％となります。

次に、後期高齢者の所得の最高額と最低額と平均額は下らかとの御質問にお答えいたします。

ここで平均額で回答をさせてやってくださいませ。７５を２上の方の課税データを集計したとこ

ろ、平均額で３８２ ８３９２というろろでございました。

教育につきましては、教育長のほうから答弁をさせていただきます。
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○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 皆さん、おはようございます。教育長でございます。壇上での初めて

の答弁となります。よろしくお願いします。

それではまず、亀尾議員の御質問にお答えしてまいります。教育費の保護者負担の軽減を求め

るとの御提言であります。まず、高等学校に進学している人数についてお答えいたします。中学

校卒業後、高等学校に進学している人数は、１年生から３年生まで合わせて３１７名のうち３１

５名で９⒐４％の進学率となります。

次に、大学や各種専門学校に進学している人数についてのお尋ねですが、このことについては

把握をしておりません。しかし、県全体では、平成３０年３月卒業者の進路状況として、大学等

進学４４％、専修学校２７％、就職者２６％というデータがあります。市町村により差異はある

と認識しておりますが、進路状況の傾向の参考になると考えております。

次に、社会同和教育推進事業として実施しております高校生、大学生の奨学金支給額の引き上

げと枠拡大の実施を求めるとの御質問にお答えします。まず、支給額ですが、高校生、高専生に

ついては月額 ０００２、大学生、つ大生、専門学校生については月額 ０００２が給付されて 

おります。高校生につきましては、国の高等学校等就学支援金制度が活用されており、授業料は

多くの家庭で軽減されていることから、学校徴収金に充当するものとして支給しているものです。

大学等につきましては、県の育英奨学金と合わせまして、おおよそ授業料を補うことができる金

額と考えております。支給額の引き上げをとの御意見ですが、高等学校、大学等につきましては、

国や県の制度を利用していただきながらにはなりますが、現状の支給額で学費にかかる支援はで

きていると考えております。所得額の緩和等による枠の拡大については、議員御質問のとおり、

高等学校は義務教育ではありませんが、毎年１００％に近い割合で子供たちが進学しております。

所得額の基準については、義務教育段階で用いております就学援助制度の基準と同様にしており

ますので、御理解をいただきたいと思います。また、平成２９年度に本町の就学援助制度の基準

をもとに、交付要件の一部を見直すことにより対象者の拡大を図りました。平成２８年度の受給

者が１４名に対し、平成２９年度には２０名、平成３０年度には３１名と、高校生の申請がふえ

てきております。

次に、議員の御提案であります小学校、中学校給食費を無償化することについてお答えしてま

いります。学校給食については、学校給食法に学校給食の実施に必要な施設及び設備、運営に要

する経費を除く費用は、学校給食を受ける児童または生徒の保護者の負担とすると定められてお

ります。この法に基づいて、学校給食の原材料に係る経費についてのみ保護者の皆様に御負担を
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いただいております。その負担額につきましては、これまで消費税増税、食材の高騰などにより、

１食単価を上げざるを得ない時期もありましたが、いずれのときも補助金額の見直しや献立の工

夫により、保護者負担額を値上げすることなく運営してまいりました。今後も一律の無償化では

なく、経済的にお困りの世帯につきましては就学援助制度を御案内しつつ、保護者負担を増加さ

せない努力をしてまいりたいと考えておりますので、御理解をいただきたいと思います。

最後に、小学校３年生までの教材費支援を全学年に拡大することについてお答えいたします。

小学校１年生から３年生までを対象とした教材費の無償化は、平成２６年より子育て支援対策の

一環として、子育て世代、中でもより若い年齢層の保護者負担の軽減策として実施してまいりま

した。議員御提案の全学年への拡大は、他の支援対策に照らし合わせて優先度はどうか、継続性

はどうか、財政推移を見ながら慎重に検討する必要があります。しかし、保護者の経済的な不安

が払拭できるよう、お困りの世帯につきましては就学援助制度を丁寧に御案内し活用いただいて

おりますので御承知おきください。

２上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君の再質問を許します。

亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 答弁をいただきましたので、それに基づいて再質問をさせていた

だきますので、よろしくお願いします。

まず、国保税のことなんですけども、制度として国から２分の１、そして加入者からが２分の

１ということだったんです。国保税については、やはり所得が減っている中で負担がふえるとい

うことは、これはこれまでも状況が大変なことだったです。払いたくても払えないという家庭も

あって、滞納も起こっているのが現状ではないでしょうか。そういう中で、やはり所得が下がっ

たらそれに基づいて負担を軽減するというのが、これが当たり前の考えだと思うんですけども、

そこら辺はどうなんでしょうか。私はこのようなことが矛盾があってはならない、町民の立場に

立ってやっぱり考えるべきだと思うんですけども、どういうぐあいに考えておられるでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。議員がおっしゃられる、できるだけ少ない負担で、

できるだけのサービスをという気持ちは私も持っています。しかし、先ほども壇上で申し上げま

したとおり、日本の社会保障は一定のルールの中でやってきております。その中で、一たびルー

ルを外せば、これはいろんなところに影響してくるのではないかと思います。ぜひその社会保障

のルールというものを、やはり行政機関としては大事にしながら、一定の縛りの中で最適な方法
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を考えていくと。これがやはり行政をつかさどるものの使命ではないかと思っています。お気持

ちはわかりますけども、国とまた市町村、その間のルールというものを大切にさせていただきま

すようお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） １２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 私は、次に資料を、最初に申し上げましたが、事前に出していた

だいて感謝しているとこなんで、ありがとうございます。私はこれ、各項目ではなくて、全てに

わたって再度確認し、また質問をしますが、実は、国保が、先ほど国のルールによってやるべき

だということ、確かに国の秩序というものはそのとおり守るのが原則だと思うんです。しかし、

実態を見ると大変な状況にあるということを、町長みずから御存じだというぐあいに思います。

この中の、最初に申し上げた中で、国保税に一般会計からの繰り入れもやるべきだと、そして負

担を減らすべきだということも申し上げました。それについては、答弁にあったんですけども、

全町民の公平に扱うことから、町の財源を公平に使う、このことが必要だということ。確かに公

平に使うこともそうかもしれません。でも逆に言いますと、例えていうと、保育料のことについ

て、町の財政をもっていく、そういうようなことを見ますと、乱暴な言い方かもしれませんけれ

ども、じゃあ子供のないうちはどうなのか、じゃあそういうことになったら、厳密に言えばこれ

も公平性に欠けるんじゃないかと思うんです。だから、一部の人に日が当たるから、これは使う

ことがやっぱり公平性から欠けると言われるんですけども、しかし現状から見て、日々の生活が

非常に苦しいということに対しては、それについては限られた人であっても、やっぱり日を当て

るべきだないかというぐあいに考えるわけなんです。そういうことからすれば、町の一般財源と

いうものは、いわゆるみんなの共用の財産なんですけども、実態が苦しい方にやっぱり光を当て

ていく、このことをやるべきだと思うんですけども、どうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。先ほど申しましたように、社会保障として考えた場

合のルールということで、保育園というのはその社会保障の枠の中でやってるルールではありま

せんので、例えば基礎年金であったり、国民健康保険であったり、それから後期高齢であったり、

介護保険であったり、もちろんいざとなったときの児童や障がい福祉であったり、児童手当、生

活保護、こういう社会保障には一定のルールがあるわけでして、この一定のルールの枠の中で、

ぜひとも非常に厳しい状態であることは私が一番よく知っている状況にあると思っていますけど

も、このルールの中でやることが原理原則だと、このように思ってますので、よろしくお願いい

たします。
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○議長（秦 伊知郎君） １２番、亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） この公平性に税をつぎ込むということについては、私も社会保障

のという特別な観点から見れば、確かに無理のある点もあると思いますけど、しかし、私は現実

に対する手を差し伸べるというんですか、そこに対する支援を行っていくということは、行政と

しては十分やるべきだということを思います。でも、これをまた議論しても、恐らくなかなかそ

の点で一致できることは難しいと思います。なかなかできそうにもありません。

そういう中で次に進むんですけども、もう１点、地方税制のことから言いますと、３月議会で

も私申し上げました。最初のところでは５００何自治体と言いましたけども、正確には３月議会

の時点で申し上げたところでは２５自治体、全国であります。そのとこで繰り返しになりますけ

れど、近くでいえば島根県の浜田市、それから広島県の福山市、そういうところがそういうこと

をやってるんです。私は３月の議会のときにこのことも申し上げましたら、いわゆる不利益、ペ

ナルティーがあるんですかっていうことを言ったんですけども、答えの中では、県のほうでそう

いうことを聞いたら、そんなことはないでしょうということだったですけども、再度私が申し上

げた時点で調べる必要があったんじゃないかと思うんです。なぜかといいますと、これ均等割で

すね、これをやっぱり下げるということは、この表を見ましても、均等割のことがここにあるん

ですけども、圧倒的に多いわけですね、比率からいいますと。所得額が一番多いんです。しかし、

その次に多いのは均等割なんです。私はこの均等割というのは、いわゆる人数、国保世帯の中で

人数が多ければ多いほど負担がふえるという、そういう仕組みなんですね。私は、子育ての観点

からいえば、やはり子供さんの多いところほど負担が多いということになるんです。そういう点

からいえば、この均等割ということに対する、これはやっぱり見直す、軽減することをやるべき

だと思うんです。そこでもう一度繰り返しますが、どこかほかの実施してる自治体について、再

度直接聞かれたことがあるでしょうか、どうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 税務課長、伊藤真君。

○税務課長（伊藤 真君） ございません。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） ございませんという答弁なんですけども、私は今回２回目なんで

すね、この均等割の云々についたのは。きょう今日、この時間に調べなさいというわけではない

ですけども、今後の議会の中でもこのことについて一般質問ではなくてもまた会計の中でも触れ

ることはあると思いますので、実施されているところがそういう状況が起こってるのか、あるい

は何にも起こってないのかということは、ぜひ次の９月議会までに調査していただきたい。この

－９－



ことを申し上げますが、いかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 税務課長、伊藤真君。

○税務課長（伊藤 真君） 調査するということには考えておりません。町長の答弁にもござい

ましたけども、法令遵守ということで、亀尾議員のおっしゃるような廃止ということで、他の自

治体はやってるようには思えません。ただ、子育て支援という格好で軽減はしてるんではないか

というふうには予想はしますけども、町独自でそういったことを税務課のほうでするというよう

なことは、とても国保会計の中ではちょっと無理じゃないのかなというふうには考えております。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 私は非常に不誠実な答弁だと思いますよ。全国どこもやってなか

ったら別なんですよ。ところが現実としてやってるとこはあるんだった。そして、その実態、そ

れをやったことによって、国保加入世帯がどういうぐあいに感じておられるのか、あるいは一番

大切なことなんですけれども、そのことによってその自治体が不利益をこうむったことがあるの

かないのか。少なくともそれだけはやること。それが国保世帯に対する考えではないでしょうか。

私は、こういうことではますます恐らく、今後状況がどう変わるかわかりませんけども、今の状

況の中でいいますと、景気が地方のほうへは上がってくるというようなことはなかなか見えない

状況であります。それを考えると、今後もますます所得が入ってくるのが減るのではなかろうか

と思います。そういう状況があったら、軽減をするという立場からすれば、ぜひ必要だと思いま

すので、これ税務課長がそう答弁だったんですけども、どうでしょう、町長、そういうこと、一

応実情を調べてみるという必要は感じませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。税務課の賦課をする立場の課長としてはまさにそう

だろうと思ってます。先ほども出てましたように、子育て支援という視点とはまた別なわけです。

子育て支援という立場であれば、これは各種協議会等、また全国知事会、地方議会ともお聞きし

てますけれども、国に対して子育て世帯の負担軽減を図るために、子供に係る均等割額を軽減す

るよう、その支援制度を求めてきております。これは議員も御存じのとおりだと思います。そう

いう議論であれば、私は確かにそういうことを声高らかに国に対して言っていく、そういう立場

にあろうと思っていますが、廃止だとかそういうことは法制度の中でできないわけでして、軽減

制度、そして子育て支援という視点の中から国に対して物を申していく、これは各種組織がやっ

ておることですので、これについては私はこれからもしていこうと、このように思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。
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○議員（12番 亀尾 共三君） 私は、国のある法律を破れというようなことは申す考えはありま

せん。ただ、法ではそうなってるんだけれども、全国の自治体の中では何カ所かそういう自治体

があるわけなんです。恐らくこの自治体も、トップが法を破ってしまえということはないと、そ

ういう考えは全くないと思います。ただ、何とかして軽減をして、どこも全国的に聞いてみます

と、書物を見ますと、本当に国保税については重い、苦しいという状況。そういう中で軽減をさ

せたいということ、だからそれをもって全国の知事会とかいろんな団体が、国がもっと１兆２で

も出すことを求め、そして負担を軽減すべきだということを呼びかけている中、恐らく断腸の思

いでやっておられると思うんです。そういう状況を、私は子育ての立場から言ったのはなぜかと

いいますと、いわゆる子供さんの数、家計に対して、家計に入れる金を、そういう収入がない人

たちでも国保の負担がかかってくる、人数によって。そういう立場から子育てということを言っ

たんですけども、そういう立場で言ったわけですので、ぜひそういう考えでなってほしいという

ことを再度伝えておきます。これは町長もみずから法を破るということにはなかなか至らないと

いうぐあいに思います。でも、そのことは調査していただきたいということは要求しておきます。

この表を見て、私感じたんですけども、じゃあ聞くんですけど、均等割額の分を、もしこれを

なくしたら一体どれぐらいの金額になるわけですか。もしされておるんならお聞きしたいんです

けど、どうでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午前９時３５分休憩

午前９時３６分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

税務課長、伊藤真君。

○税務課長（伊藤 真君） ちょっと休憩させてください。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午前９時３６分休憩

午前９時３９分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

税務課長、伊藤真君。

○税務課長（伊藤 真君） 手元に手いデータしかないんですけども、手 ０００２ぐらいだと
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思います。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 課長、ありがとうございました。事前に通告してないのをとっさ

に言ったもんですから、申しわけありませんでした。ありがとうございます。 ０００２ぐらい

だということで、年度によって違うと思うんですけども、それぐらいだということなんですけど

も、これ、それだけなったら、その不足金額については何らかの形で上げなければならないと思

います。一番いい方法は一般会計から繰り入れで、それをやられたらいいだろうというぐあいに

思うんです。

それから、今度は軽減なんですけども、２割、５割、７割軽減。これが合計しますと６⒉８％

ということなんです。これを見ますと、やはり半数２上の人、半数を上回る世帯がこの軽減を受

けということなんです。ということは裏返しますと、本当に税額が高いということを伺えると思

うんです。もしこの法定の減免制度がなかったら、大変な状況になってると思います。そういう

中からいえば、やはり軽減に当たらない方も含めてなんですけども、ぜひ国保税の引き下げを求

めるものですが、どうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。６割２上の人たちが軽減をせざるを得ないこの国保税のこの

制度自体に、非常に大きな矛盾は感じますが、先ほども答弁で申し上げましたように、このルー

ルの中に一般財源を投入するということになりますと、多くの町民の合意をいただくということ

は非常に厳しいだろうと、勤労世帯の中で二重に負担するということになりますし、本来の他の

用途に使うべき一般財源を、国保税の中に入れるということは極めて厳しい政治選択をせざるを

得ないと、このように思っています。内容はよく理解してるつもりですけども、こういう御答弁

で御理解いただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 国保税については臨時議会もあって決まると思うんですけども、

運協でもう既に決まってると思うんですけども、ぜひ今後も国保加入者の世帯の軽減を求める方

向で私は質問しますし、今後もする機会があると思いますし、執行部のほうでも十分にこのこと

を受けとめて、何とか軽減をするために努めていただくことを求めておきます。

次に、後期高齢者の世帯のことなんですけども、これもやはり年金一本で生活を支えてる方が

かなり多いんではないかと思います。かなりというかほとんどだと思います。そういうことから

いいますと、先ほど町長の答弁であったように、社会保障制度に基づいて年金というものはある
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と思うんですけども、これが社会保障制度である年金がどんどん下がっていく。いわゆるそうい

うことになると、この後期高齢者の医療保険というものが大変な負担になってくるわけなんです。

そういう中で、やはりこれも下げていくということが必要ではないかと思います。というのは、

後期高齢者がだんだんふえていく、いわゆる１００を時代が来るように言われております。そう

いう中でしたら、やはり国の中に現役時代、一生懸命国のために働かれた方に対しては、負担を

軽減するということもぜひやるべきだというぐあいにおきます。これは、ここで議論して事をす

ることはしませんけども、ぜひそういうことからいえば、これについても軽減を何とかするよう

に考えていただきたい、このことを要望しておきます。

次に、教育の関係で答弁をいただきたいんです。先ほど教育長から答弁がございました。これ

で、今、報道機関から調べてみますと、大学の授業料だけですよ、生活費は別として、授業料だ

けで国立では年間５４２２が提示されております。そして私立に至っては９０２２ということが

言っておられます。私は、都会で大学がたくさんある、例えば東京だとか大阪なんかで、身近に

大学があるところは自宅から通学ができます。ところが、この南部町から大学進学した場合、そ

の場合には恐らく自宅から通学ということはまず無理だと思うんです。生活費も含めますと膨大

な金額になりますね。恐らく ０００２にはなるんじゃないかと思います。そういうことからい

えば、ぜひこれに対しての支援をやるべきだと思うんです。国はいろんな奨学金の制度がござい

ますが、これは利息がついたようなことがあります。与えるだけではなくて、それを返済をしな

ければいけないということ。卒業時点では５００２、６００２の負債を抱える。その返済のため

に、将来そういうことを何とか抑えようということからすれば、半数の方がアルバイトをやって

いる。そういう状況です。４年間の中でも、まず学業はそっちのけと言ったら語弊があるんです

けども、まず脇に置いといて、とにかくアルバイトで何とかやるんだということを頑張っておら

れるんです。そして、仮に奨学金をその中でもわずかでも受けたら、それも返済しなきゃならな

いというような状況なんです。私は、せっかく地元から大学のために、地元の保護者は一生懸命

やっても、残念ながら都会のほうで住んでいるという状況が生まれてる、その矛盾は感じるんで

すけども、南部町で生まれ育った子供たちが、やっぱり大学、将来の返済のこと心配なくやるん

だということを、大学へ行けるんだということをやっぱり進めることが必要だと思うんです。そ

こで、今、南部町でも町の条例にもあるんですが、高校生で月額 ０００２、大学進学では ０ 

００２ということがあるわけですね。そういう枠からいえば、もっとその枠を広げていただきた

い。例えていうと所得が低くても、これも条例を見ますと、特に認める場合はそういうぐあいに

するんだということがあるんです。答弁にあったんですけども、就学援助の枠のことから考えて
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やってるんだということなんですけども、そうではなくて、就学援助の枠にかかわるでなしに、

やはりその枠を所得まで上げるということ、上げるというか、所得をある程度それにそぐわん、

上の人もやはり支援をしていくということを考えるべきだと思うんですが、どうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。また教育長のほうから詳しく答弁があるかもしれま

せんけども、子供の貧困をなくすという視点では考えていかなくちゃいけない事項だろうと思い

ます。６月の１２日ですか、子供の貧困対策に関する計画策定の努力義務が市町村に広げられる

改正の、子供の貧困対策推進法が６月の１２日に成立しております。子供の現を及び将来が、そ

の生まれ育った環境によって左右されることがない社会を目指すんだというふうに言っています

し、国の指標はひとり親世帯の貧困率、それから生活保護世帯に属する子供の大学進学率という

ことを、つい先日法が一部改正なのかもしれませんけども成立しておりますので、町長としては

その方向性をしっかりこれからも見ていきたいと思います。先ほども答弁で言いました、本来同

和問題の予算化から一般化した予算でございます。町としましても、子供の貧困、それが連鎖し

ない社会というものを、これから先々も目指していかなくてはいけませんけれども、国もやっと

重い腰を上げながらそういう取り組みに入ろうとしてますので、それをまずはしっかりと見させ

ていただきたい、こう思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、答弁ありますか。

教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。先ほど大学等の進学についてお話がございまし

た。確かに、先ほど町長も申し上げましたが、経済的理由によって大学進学ができないという状

況を生んではいけない、これは間違いなく事実でございます。現を確かにいろんな奨学金も給付

型であったり、貸与型であったり、いろんな形でさまざま用意はされておりますが、先ほど議員

がおっしゃったように、貸与型を借りますと、必ず就職した後にそこを返済しないといけない。

若干の利息がつくような場合もあるということでございます。そのあたりについていろんな給付

型をというような話もございますが、先ほどありましたように、私立の、また文系、理系で随分

授業料も異なってきて、先ほどありましたが、９０２では多分済まない、２００２ぐらいかかる

ような私学の理系もあったりします。国公立には授業料減免制度等もあります、保護者の所得に

よってということもありますが、なかなか一つの手だてで、じゃあ ０００２かかるものを町で

負担するのか、給付型ができるのかと、実際できるわけでもございません。そのあたりで、しか

し子供たちが進学するときに、先ほどもありましたが、県内で４４％の大学進学率、これは実は
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全国では余り高くない数値になっているところでございます。そういうことから考えますと、も

っともっと子供たちが大学進学という選択肢も必要だと思います、県内、県外を問わずでござい

ます。そういうことを考えると、そういうための経済的な理由によって進学しないということが

あっては、当初申し上げましたように、ならないということになります。具体的に一つの制度だ

けでこれが確実に担保できるというものではないというふうに思いますが、これまでの制度もも

う一度確認をしつつ、先ほどありました、子供貧困率が１⒍下らから１５％台に下がったといえ、

７人に１人ぐらいの割合という数値になっておりますので、その辺は教育委員会も重く受けとめ

ているところでございます。２上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 町長、そしてまた教育長から答弁いただきました。私が申し上げ

たいのは、本当にここで、この地で生まれ育った子供たちが、大学進学したい、しかし、親の負

担から見るとえらいなということから、諦めざるを得ない子供も多いと思うんです。そうかとい

っても、何とかして大学を出たいというのでやる、そうすると、先ほど教育長も言われたように、

給付型なら問題はないんですけども、借りる分ですね、そして返済が義務がある場合は、本当に

そのことを考えると頭が痛い。そうかといって諦めたくない。そうすれば何とかして行きたい。

行きたいんだけども、親に負担をかけたくない。じゃあどうするか。大学にももちろん勉強も必

要なんだけども、それは脇に置いて、アルバイトに精を出すというふうな、そういう状況があっ

てはいけないと思います。特に、自宅から通学するならまだいいんだけれども、アパートを借り

て、そして自分の食べ物を確保するということになると、非常に大きな負担を感じるわけなんで

す。そういうことからいいますと、親が何とかして、親が食い詰めて納めているということを、

話を随分聞きます、町内の方から。私は、私の子供は東京おったんですけども、それも奨学金受

けました、返済です。卒業してすぐ就職しても、なかなか自分の生活がいっぱいで返済ができな

いということが、親を頼りにする。仕方なくて、私も工面して、少しずつでも返していくという

ような状況なんです。ですから、本当にそういう状況を何とかようためには、今あります ００

０２、そして ０００２、これを ０００２や ０００２、１２２上げたからといって、それに  

足りるもんではないですけども、そういう状況をやっぱり何とかして子供たちが勉学に励みたい

というなら、十分行政も組み入れてやるべきだというぐあいに感じるわけです。ぜひ検討してい

ただきたい。このことを要望しておきます。

○議長（秦 伊知郎君） ここでちょっと休憩をとります。

午前９時５５分休憩
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午前９時５５分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

税務課長、伊藤真君。

○税務課長（伊藤 真君） 税務課長です。先ほど亀尾議員のほうで均等割額は下らぐらい賦課

しているのかという御質問でしたので、ちょっと私し違いをしておりまして、軽減額が手 ００

０２だったのが、 ０００２といったのは軽減額のほうでして、令和元年の運営協議会のときの

資料でいきますと、均等割額が手 ３００２かかっています。そのうち７割、５割、２割の軽減

をした後が ６００２ぐらいが実際に賦課して課税している格好になっております。２上、を正

です。

○議長（秦 伊知郎君） を正がありましたので、書記のほう、よろしくお願いいたします。

亀尾共三君。

○議員（12番 亀尾 共三君） 先ほど申し上げましたけども、ぜひ今の ０００２、 ０００２ 

月額ですね、これをやっぱりアップする方向で検討していただきたい。これは要望しておきます。

最後になりますが、もう時間がありませんので言いますけども、教材費とそれから会費、これ

についてのことは、実は福田教育長さんがまだ学校教育課長のときに再三申し上げました中で、

福田教育長の裁断ではなかったということは十分承知しますが、そういうことで決断されて、１

年生から３年生まで現を実施されております。これについては、直接、たくさんの保護者の方か

ら聞いたわけではないですけども、やっぱりこれに対するおもしというんですか、負担が減った

ことは非常に喜んでいるということなんです。他町で聞きますと、保護者の方の意見では、いい

なということなんですよ。年額が聞いた段階では、五百何十２だったということなんです、６年

生までやれば。ですから、ぜひこのお金を何とか捻出していただいて、ぜひ小学６年生までを、

全学年をそういう答えに町のほうでもっていただく。私は、再三申し上げますけども、恐らく今

の人口減からいえば、年度年度によって児童数も減ると思います。ただ、子供だけの人口が減る

ということでなくて、全世代から恐らく減るとすれば、子供だって人口が減ると思います。そう

すれば持ち出し金も減ると思いますので、ぜひこれも検討していただきたい。このことを申し上

げまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） ２上で１２番、亀尾共三君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩に入ります。再開は１０時２０分にしますので、よろしくお
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願いいたします。

午前 ９時５９分休憩

午前１０時２０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

１３番、真壁容子君の質問を許します。

１３番、真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） ただいまより一般質問いたします。答弁をよろしくお願いいたし

ます。

私の質問は、３月議会に引き続いて、町の保育園の施策の問題です。今年度の保育園費では、

前年比１億２を超える予算が計上されています。これは、今年度２７名の待機児童が予想された

ことから、小規模保育の開設等を行ったためでした。待機児童解消という保護者の切実な要求に

対し、町が即応したことについては自治体の責務として一定の評価をしているものです。同時に、

近隣町村に見ない待機児童を生んだ背景について、全国的な問題とともに、これまでの町の保育

施策も検証される必要があるのではないでしょうか。前回の３月議会では、実施後７年を経過す

る町保育園の民営化の検証をすべきと質問してきました。当時多様なニーズに応える保育士の待

遇改善を最大の理由に、近隣町村では類を見ない町立保育園の民営化、指定管理ですが、を行っ

てきました。しかもその指定管理先は、保育事業の未経験の福祉法人に指名指定をしての民営化

でした。今回起こった大量の待機児童の出現は、第一義的にこの民営化保育園の保育士不足で、

ゼロを児の受け入れができなかったことに起因しています。ここに立ち、民営化の検証と是非が

問われてきているのではないでしょうか。また、町長はさきの議会で、今後の対策として園の統

廃合を含めた形で対処する旨の発言を行ってきました。これらで問題が、これらというのは保育

園の統廃合のことですが、これらで問題が解決できると思っているのでしょうか。私は甚だ疑問

を感じているところです。また、ここになって保育の無償化が浮上してきています。１０月から

実施される予定ですが、これらの動きがどのような背景で起こり、運営する自治体や保護者にど

のような影響をもたらすのかを問いたいと思います。２上、このような立場から質問いたします。

まず１点目、今年度の保育運営費について。今年度の保育運営費と入所人数を求めます。町直

営、指定管理、委託、事業所保育ごとの運営費、入所児童数、直営費用との比較を求めます。ま

た、各事業所の保育士の数、待遇、人件費を求めます。

第２点目、民営化がどうであったのか。２つの観点から、多様なニーズに応えるについて、ど
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うであったと考えるのか。保育士の待遇改善について、どうであったと考えるのか。

３点目、保育園の統廃合について。今回、全国的にも保育園の統廃合等の問題が言われている

のですが、今、統廃合を町長が必要とする背景について、町長はどのような観点から統廃合の問

題を出されてきたということになるのでしょうか。

４点目、今回の無償化の動きについてです。今回の無償化の背景は、何があるとお考えでしょ

うか。財源を消費税に求めることをどのようにお考えでしょうか。無償化問題の３点目、無償化

の影響額と町財政への影響を問います。

２上、この場での質問を終わり、再質問させていただきます。よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、真壁議員の御質問にお答えいたします。

初めに、今年度の保育運営費についての御質問でございます。まず、今年度の保育運営費の入

所人数を求め、町直営、指定管理、委託、事業所保育ごとの運営費、入所児童数、直営費用との

比較を求めるという御質問についてでございます。配付しております資料の①町内保育施設入所

人数をごらんください。平成３１年４月１日現をの入所児童数は、町直営園が１６３人、指定管

理園が１４２人、運営委託の小規模保育園南部町ベアーズが１８人、事業所内保育所さくらキッ

ズの地域枠が２人となっております。運営費については、③運営費をごらんください。平成３１

年度当初予算額を記年しております。町直営園２園で ５８１２ ０００２、指定管理園２園で 

８５４２ ０００２、委託は小規模保育園南部町ベアーズで、人件費を含み １５０２、事業  

所内保育園はさくらキッズで、人件費を含み ５００２２となっております。次に、各事業所の

保育士の数、待遇、人件費を求めることについてですが、保育士の数は町直営園２園合計で、正

職員２０人、これは育休２名を含みます。非常勤職員９人、保育士資格を持つパート職員９人、

指定管理園２園合計で、正職員２５人、この中には育休５人を含みます。非常勤職員２人、委託

は小規模保育園南部町ベアーズで、正職員７人、保育士資格を持つパート職員２人、事業所内保

育はさくらキッズで、正職員３人、保育士資格を持つパート職員１人でございます。人件費は、

町直営園２園合計で、正職員１億 ７６８２ ０００２、非常勤職員 ６１３２ ０００２、パ   

ート職員 ５６１２ ０００２、指定管理園２園合計で、正職員 ３２８２ ０００２、非常勤   

職員、パート職員の合計が ８００２２となっております。小規模保育園南部町ベアーズ、さく

らキッズにつきましては、運営費、人件費を合わせたものを委託料としておりますので、個別に

算出することはできません。

次に、民営化がどうであったのかとの御質問でございます。まず、多様なニーズに応えるにつ
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いてどうであったかと考えるのかについてでございます。本町におきましては、平成２４年４月

から社会福祉法人伯耆の国を指定管理者として、町立保育園のうち２園の管理運営を委託してる

ところでございます。保育ニーズに応えて実施しているものの一つに、延長保育があります。延

長保育は、通常保育の時間外に保育時間を延長して保育を実施するものですが、保育標準時間の

利用時間である午前７時３０分から午後６時３０分と、保育つ時間の利用時間である午前８時３

０分から午後４時３０分を超える時間帯が対象となっています。保育標準時間の利用時間を超え

る時間帯のうち、朝７時から７時３０分、夕方６時３０分から７時までの延長保育を、指定管理

園であるつくし保育園とさくら保育園の２園で実施しております。なお、保育つ時間の利用時間

を超える時間帯の延長保育は、指定管理園の２園のほか町直営園すみれこども園とひまわり保育

園でも実施しております。また、未就園児を対象とした子育てひろばひなたぼっこをつくし保育

園で開催し、を宅で育児をしている保護者の支援を行っています。

次に、民営化による保育士の待遇改善についてどうであったかと考えるのかについてでござい

ます。前回の議会でもお答えしておりますとおり、１年ずつの雇用である町の非常勤職員から伯

耆の国の正規雇用職員となって雇用が安定したこと、昇給のほか各種手当も支給されるようにな

ったこと等がございます。

次に、保育園の統廃合についての御質問でございます。統廃合を必要とする背景は何かについ

てですが、本町の保育園のあり方について考える中で、統廃合ありきではなく、今後老朽化した

園舎の課題をどう解決していくかについて、総合的に検討していく必要があると考えております。

全国的に少子化や核家族の増加、世帯構成の変化、女性の社会進出など、社会状況の変化の中で、

３を未満児の就園希望が増加しております。また、地域や家庭での育児に対する負担感や不安感

が増加していることから、子育て環境の充実が今まで２上に求められています。本町の保育行政

においては、児童数の動向を見つつ、保育水準を維持しながら計画的な施設整備や待機児童を解

消することが必要であり、今後厳しい財政状況の中、効ろ的な運営をし経費節減に努めなければ

ならないと考えております。本町の町立保育園のうち、最も手いものは昭和５５年に建設してお

り、一番手いさくら保育園が築３８年、ひまわり保育園が築３６年、つくし保育園が築２９年と

なっており、園舎の老朽化による課題を抱えておりますが、必要な修繕を実施しながら、安全基

準を満たすよう現をまで維持してきたところでございます。これらの園を建設したころは３を未

満児の保育をすることは想定外であり、保育室の増改築を行いながら、保育ニーズにお応えして

きたところでございます。しかしながら、今後もを園児が安全に幼児教育や保育を受け、保護者

が安心して子供を預けながら働くためには、老朽化した園舎の建てかえや保育ニーズに合致する
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改修など、計画的に取り組んでいく必要がございます。今後は各保育園の老朽化の状況等を考慮

しながら、関係保護者、保育需要、民間事業者の動向、整備の緊急性等をし案した上で、統廃合

も選択肢の中に入れて、総合的な検討を進めていきたいと考えています。

次に、無償化の動きについて御質問でございます。まず、無償化の背景は何と考えるかについ

てですが、これまで本年１０月から実施する幼児教育・保育無償化について、政府は子育て世帯

を応援し、社会保障を全世代型へ抜本的に変えるため、幼児教育の無償化を一気に加速する。幼

児教育の無償化は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、幼児教育の負担軽

減を図る少子化対策の観点などから取り組むものと説明してきました。平成２９年１２月に閣議

決定された新しい経済政策パッケージや、平成３０年６月に閣議決定された骨太の方針２０１８

を踏まえ、このたびの通常国会において子ども・子育て支援法が改正され、幼児教育の無償化が

決定されました。本町におきましても、先行して、平成２６年度から少子化対策の一環として、

保育料の軽減事業を実施しており、子育て家庭の経済的負担を軽減することで、希望を持って子

供を産み育てる環境づくりを行っております。２上のように、全国的に少子化が進んだろろ、子

育て世代を応援するために、社会保障制度として支援する声が高まったのが大きな背景と考えて

おります。

次に、財源を消費税に求めることをどう考えるのかと、無償化の影響額と、町財政への影響を

問うについて一括してお答えします。財源を消費税に求めることについては、町長の所見として

２前議会でお答えしたとおりでございますので、要手してお答えいたします。消費税増税の税制

については、少子高齢化により増加する社会保障費、少子化対策費の財源確保であると認識して

おりまして、保育園、小・中学校など、地方の社会保障、福祉の充実に寄与する面があります。

全面的に反対という立場はとれないと考えております。また、御質問の無償化の影響額ですが、

令和元年度において保育料の収入額の合計は ３８３２２と令算しており、そのうち無償化の対

象となる３を２上児の保育料は ４３１２２と令算しております。無償化により収入減となった

保育料のうち、副食費を除いたものを、令和元年度に限り子ども・子育て支援臨時交付金の対象

とすると示されておりますが、その算定方法の詳細につきましては現を検討中ということでござ

います。

２上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君の再質問を許します。

○議員（13番 真壁 容子君） ちょっとごめんなさい。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。
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午前１０時３５分休憩

午前１０時３６分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長に答弁をいただきました。資料として町内保育所の入所人数

または予算額等についていただきました。これをもとに質問させてください。

まず１点目、１点目の今年度の保育運営費について。これをなぜ聞こうかと思っていますのは、

当初、民営化に４つある園の２つを民営化にしました。これは、何よりも多様なニーズに応える

ことと、保育士の待遇改善と言ったんですけども、やったことは町立保育士の町保育士の給料が

全部見切れずに、臨時職員が多かったもんだから、それを福祉法人に持っていって正職員化しよ

うという内容で、見えてきたのはいわゆる人件費の削減で民営化に乗りかえたと、私はそういう

ふうにしかとれなかったわけですよね。それでも経費の節減等をしていきながら、民営化につい

てはどのように成ろ持っていくのかっていうのを、これは長期的に見ていかないといけないだろ

うなと思っているところでした。ここで聞きますのは、ろろどうだったのかっていうことを１番

と２番の質問で聞いていきたいから数字を上げてもらいました。まず、１番目に聞きたいのは、

町直営でなさっている人件費を含めた運営費と、今回、民営化した伯耆の国、それから、さくら

キッズ、それとベアーズですね。この４園合わせた人数で、１番目の表ですね、町長。１番目の

表では、町直営では合計１６３人の子供たちを見ている。あと民営化されている指定管理、委託、

事業所内保育で１４２プラス１８プラス２で１６２人、１人町立保育園のほうが多いわけですよ、

そうですよね。かかった総費用は下らかっていうことを示してほしいということで、３番と４番

の数字を出してもらってきてるんですよ。願わくば、この足した数字が欲しかったなと思うんで

すけども、こちらでよってはいけませんので、私はそういう比較をしたいということで、町直営

の運営費と人件費の総額、それから、指定管理と委託事業所内の運営費と人件費の総額をちょっ

と述べていただけませんか。これ足したら出ると思うんですよ。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。町直営園の運営費と人件費を

足し上げたものが、２億 ５２４２ ０００２、それから、指定管理園、委託園、事業所内保育 

所の人件費と運営費を足し上げたものが、２億６３２２ ０００２でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。
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○議員（13番 真壁 容子君） 課長、ありがとうございました。

計算していただきましたように、町長、今聞いてわかったと思うんですけども、直営では１６

３人を見るのにかかっている経費が２億 ５２４２ ０００２、一方、指定管理その他民営化で 

１６２人の子供たちを見るのにかかっているお金が、２億６３２２ ０００２です。これ、町長、

どんなふうに見られますか。差があっていいとか、そうではなくって、町が、頭の中に置いてほ

しいのは、町立保育園と民営化保育園の保育士の給料の違いを頭に置いてお答えください。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。人件費について、いわゆる町立保育園と民営園で差があるで

はないかという御議論なのかもしれませんけども、この差は今のところいたし方ないだろうとは

思ってます。年齢構成、経験年数等におのずと差が出てきますので、直接ここでこの数字を直接

見て、その数字によって人件費の多寡を判断することは、これは私にはできないと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） そうじゃなくって、町内の保育所のかかった人件費と運営費と、

民間と、町長、思ったより差がないと思いませんか。これはどういうふうに出てきた数字だと思

いますか。それで考えてくださいって言ってるんです。こないだの３月議会の質問では、どこで

したっけ、伯耆の国と町立保育所の給料の違いが出てきましたよね。後でまた聞くんですけど、

平均１３０２２上ですよね、違いが。どう思われますか、この違い。この数字をどう見るかって

いうこと。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。中の細かい詳細については、私もこれわからないん

ですけれども、例えば小規模保育園ベアーズであったり、さくらキッズであったり、これは包括

契手をろんでますので、１年間最大の人員が、契手者最大の人員が来たときの現をの予算額では

ないかと思います。したがって、現をこの子供たちの数字と整合するかどうかというような点検

も要るんではないかと思います。そういうことも含めて、今、指定管理をしたり、委託業務をし

て事業所内保育をしてるこの総額というものが、案外大きくなってるじゃないかなと思っていま

す。（発言する者あり）ええ、ええ、どちらというより、委託費であったり事業所内保育園の額

が、予算額で出してると思いますので、その辺が少し大きく出てるんではないかなと思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長、私はこの数字で言えるのは、若干ゼロを児が受け入れられ

なくて、今回２７人の子供たちが待機児童に置かれるかもしれないということで、主にゼロをで
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したよね、そうじゃなかったですか。未満児なんですよ。未満児の受け皿が町直営ないしは、今

まであった指定管理のこの４園ですることができなくって、今回ベアーズとさくらキッズにお世

話になることになった。そのためにお金が増加したからではないですか。ここには、ベアーズが

来るに当たって、改修費 ０００２は入っていないんですよ。でもろろとして、この １５０２ 

と ５００２を精算するから低くなるかもわからないっていうんだけれども、ろろとして、待機

児童を生んだことが、１億２近いお金が今回ふえたんだっていうことについてはお認めになられ

るんですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。直接の原因は待機児童でございますけれども、保育

士不足、今、産休、育休の皆さんが年代的に非常に多い時期にあるというぐあいに聞いておりま

すので、そういうことが重なって、残念ながらゼロを児の希望に応えられなかったということが

あろうと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 私がここで指摘したいのは、町は７年前に民営化をして、ここで、

本来であれば他町がやってるように、町立保育園を残して、町立の保育士をふやしてやっていか

なければならないんだけれども、この人件費増を避けるために民営化をやったのだけれども、７

年後になって見てみたら、ろろとして民営化した指定管理の保育園では、保育士不足でゼロを児

を預かることができなかった。そのために、今回１億近いお金を出して、ほかから呼んでこなく

てはならなくなった。予算上でいえば、一体町が本来やってきた民営化の問題では、決して人件

費減とは言いませんけれども、ろろとして同じくらいの費用がかかってるっていうことを、私は

この数字でわかってくると思うんですよ。だとすれば、同じ数字でやってて、その中では待遇の

いろんな方々の保育士がいるっていうことを大前提に聞くんですね。次は、だとすれば今度、そ

れでも金かかってちゃんとお金払ってんねんから、事業所でもどこでもいいやないかと。質が保

ててできたらいいんじゃないかっていうことで聞くんですけども、いわゆる小規模保育園の南部

町ベアーズというのは、小規模保育ですね。小規模保育Ａ型で行うっておっしゃいました。次、

求めるんですけども、Ａ型とＢ型の違いっていうの御存じだと思うんですよね。いわゆる保育士

の数ですよ。Ａ型というのは、全て基準内の保育士で基準を満たすこと。Ｂ型では、その半分で

よかったんですか。保育士の数が少なくってもいいということなんですね。聞きますが、保育所

ベアーズは、Ａ型でいくということを口頭で聞きました。ベアーズとの協定書とか仕様書のどこ

に小規模保育Ａ型でいくというふうなことが保障される文章があるのか。それを後日、後でいい
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から提出してほしいと思うんですけど、どこにそういうことが書いてあるんですかっていうこと

を聞きたいんですが、どうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。ベアーズとの契手におきまし

ては、南部町特定保育施設及び特定地域保育事業の運営に関する条例に従って、南部町家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び関係法令を遵守して別紙仕様書によって

行うというふうに契手をしておりまして、別紙仕様書のほうに小規模事業所Ａに該当する項目を

上げております。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） とすれば、ベアーズのほうは小規模保育のＡでいくということを、

仕様書の中で確認ができているっていうことになりますね、そういうことですね。ということは、

今のところ３年間の予定だけれども、この保育士の配置基準については、いわゆる町の保育園と

も変わらず、基準の保育士がちゃんと確保できるＡ型で行うんだということを仕様書でろばれて

いると。これは、協定書じゃなくっても条例だから、一旦Ａ型だとすれば、未来永劫にＡ型でい

くっていうことになるわけですね、そういうふうに確認します。

次に、そしたらさくらキッズの問題です。さくらキッズというのは事業所内保育です。事業所

内保育というのはちょっと聞きますが、事業所内保育の保育基準というのはどうなってるんでし

ょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。企業内保育での保育士配置基

準につきましても、南部町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の第５章

のほうで定めておりまして、それにのっとってやっていただいております。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） さくらキッズのほうは事業所内保育というのは、法律の定めでは、

必要な保育士の手半分が保育士資格のある人でよかったわけですよね。その辺については、事業

所内保育では、契手する側から保育所基準はこれにしてくれっていうことは言えるんでしょうか。

今のところは正職員が３名で、パートが１名ってなっていますが、事業所内保育は保育士有資格

者が半数でいいっていうことであれば、これが流動的だというのを考えるのが普通ではないかと

思うんですけども、それについてはどのようにお考えですか。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。
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○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。さくらキッズに関しましては、

今回、町が確認をする施設ということで、事業所内保育所ではありますけれども、町の基準に従

って保育を実施していただく事業所として確認をしております。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） ということは、さくらキッズは、町の基準でするということを話

し合ってるんじゃない、それも何か仕様書とか協定書等で確認されているっていうことで理解し

ていいですか、口頭ではなくって。それはどうなんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩をとります。

午前１０時５１分休憩

午前１０時５３分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。さくらキッズに関しましては、

認可の申請書のほうにＡ型でいくというふうに書いてあります。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 課長にお答えいただきました。現をのところ南部町では、委託並

びに事業所内保育については、全て町の基準を満たすということが、町と事業所の間で契手とし

て交わされているっていうことですね。だけれども、今回の質問では、できたら例えば待遇とか

人件費については、ベアーズと事業所内保育については出なかったということですね、人件費が。

人件費出ませんと町長おっしゃったんですけど、出ないんですね。 １５０２と ５００２の人 

件費の内訳はどうですかっていうことは回答できますか。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。契手金額の算出に当たりまし

ては、公定価格掛ける児童数ということで契手をしておりますので、人件費のことについては把

握しかねます。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） とすれば、基準は満たしているけれども、小規模保育とさくらキ

ッズについては、正規の保育士の職員がどのような待遇で働いてるかということについては、町

は把握することはできないという段階だっていうことですね。はい、私それちょっといいと思わ
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ないんで、ちょっと置いといて、ということで、町長、先ほど言ったように、一応基準は保たれ

てるっていうんですね、保たれている。だから、全て町としては責任のある範囲で民営化のとこ

ろも保育をしているということだと思うんですけれども、ここに至って町の直営と民営化につい

ては、子供の人数が変わらず、金額もそう変わっていないっていうことについては、この表を見

たらわかると思うんですよね。町長、次、そこで町長と意見の違いがあるかないかっていっても、

私、数字の確認をしてほしかったわけですから、町直営としては１６３人で２億 ５００２のお

金、民営化については１人少ない１６２人に対して２億６３２２、双方２億超えたお金で来てい

るということですね。これは伯耆の国だけのときと違って、すごく１億近いお金が差が出てきて

るっていうことなんですよね。そうしないと、今回、待機児童をなくすことはできなかったとい

うことだと思うんです。

そこで次です。今回、私が今、指摘した、７年たってろろとして直営するのと同じぐらいお金

をかけて待機児童対策を今回とってきたのではないかという私の質問なんですね。だとすれば、

今までの７年間で民営化した保育園が、町財政ももちろんそうですけれども、本来の目的であっ

た多様なニーズに応えていく、利用者の。それについてどうであったかって言うたら、先ほど聞

いた延長保育だけなんですよ。それも延長保育は直営の保育園もしているんですよ。あのときに、

午後の保育とか休日保育、また病気やそんなんにも対応できるようにしたいっていうことを、民

営化のときずらっと並べて意見言われたんですよ。それは、町立保育園だとできない、なぜかと

いうと、延長保育にすると、町の保育士だったら公務員なのでお金が高くつくって言ったんです

よ。できない理由は、人件費がかさむので多様なニーズに応えられないって言ったんですね。と

ころが７年たってみたら、町立保育園と指定管理の保育園では、サービスにどれほど差があるか

って、ないじゃないですか。この点についてどうかっていうことね。これは客観的に検証せんと

いけんと思うんですよ。

もう一つ、２つ目の保育士の待遇改善については、先ほど町長が、待遇改善が３月議会で述べ

られたように、非正規だった職員が福祉法人に行って正規になったので待遇改善になったんだっ

て言ったんです。ところが、私が指摘させてもらったのは、ろろ、そのことが同じように働く保

育士が、町内の中で給料の差を生んだのではないかっていうことを言ってるんですよ。そのこと

が何年かたっての保育士減のことが出てきた一つの要因じゃないかっていうことを言わせてもら

ったんですね。ろろとして、町長はどう言いましょうが、多様なニーズに応えているというても、

当初の目的ろたせていない。これは町直営でもやられていること。保育士の待遇改善についてい

えば、待遇改善そのものの大事さは、ここでしっかりと保育士を確保して、質のいい保育をする
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ことにあるわけですよ。そもそも保育士がいないっていうこと、その大前提が崩れてるわけです

よね。この２つをもたらした原因は、今回の民営化どうであったかということを反省する材料に

なると思いませんか、どうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。時間帯については、朝７時から７時３０分、夕方６

時３０分から７時までの延長保育を指定管理園でやってまして、これは夜７時まで、それから朝

７時からの開園というのは、公立園ではまだ残念ながらやっていないことも御存じではないかな

と思います。民間園のこれを利用して、やはり民間園のほうがいいというぐあいな御意見もあろ

うと思います。それから、賃金や労働条件のいろいろな多様な問題がありますけれども、そのこ

とによって人が動いた、これは全く否定するものではありません。今現を、鳥取県西部の中で、

小規模保育園であったり企業型保育園が大量にできていますので、そこで保育士を一人でもとい

う流れの中で、お給料の値段だとか労働条件だとかが多様に出てきますので、もちろんその中で

皆さんがいい条件の中に動いていく、これは十分考えられることだと思っています。しかし、そ

れから数年たってきて、今こうやって少しずつ落ちつきを取り戻してきているんじゃないかなと

思っています。もちろん町の公立保育園では、余り私の経験の中ではやめるというのはなかった

んですけども、近年やめたいという職員もかなり出てきました。労働条件の苛酷さもあるかもし

れませんけれども、いろいろな条件やそういうことによって、もしかしたら民間園のほうに行き

たか、一時保育のほうで合うだとか、公立保育園の中でもそういう流れが今生まれてきてると思

っています。もう少し長いスパンで、この保育士の問題は考えなくてはいけないなと私は思って

るところでございます。つ期的にメリットがなかったんではないかという御意見でございますけ

ども、私はもう少し長期的に考えれば、多様な民間のノウハウを使った、そういう保育によって

住民サービスは上がっていってると。まだ一部なのかもしれませんけども、十分そういう可能性

や将来に対する可能性やそういうものはあるというぐあいに思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 長年のスパンで見ろっていうんですけども、私は指定管理して７

年間ってろ構なスパンだと思っています。それともう一つは、いい芽が出てきたっていうんです

けども、もう全国的な課題でも明らかなのは、保育園問題解決しようと思ったら、保育士の抜本

的な待遇改善なくしては解決できない。このことはもう明らかなんですよ。それをするために財

源がないからどうするかっていうことを考えてるんであってということですね。それと、もう一

つ町長に言っておかないといけないのは、正規の保育士はそれでもやめていってるといろんな考
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え方あるんであって、正規の保育士がやめる一番大きな理由は、正規の保育士が少ないから過重

になってやめていくんです。朝番とか遅番とか。責任の度合いが違いますからね。だから、人数

の少ないとこほど大変なんですよ。それは私は、南部町の直営の保育園の中でもあったのではな

いかっていうことを、確信を持って町長に訴えておきたいと思うんですね。それを何とか変えな

ければ、下ら町立保育士にふやしても、人数が少なければ過重で仕事続けることができないとい

う状況できてくるんですよ。だから言っているんです。

そこで、次お聞きしますね。町長下ら言われても、残念ながら、この７年間たって町立保育園

より伯耆の国のほうが、より具体的なニーズに応えとっていいのだっていうことになれば、私は

もっと保育士もふえてくると思うんです。そうではない現状っていうのは、働いてる方々や保護

者が一番よく知ってると思うんですよ。そうはいかない、そんなことわかったことなんですよ。

給与差が３分の２の給料のところが、町立保育園よりいい保育を保障することができんのかって

いう問題なんですよ。ボランティアじゃないですからね。精神的によその子供たちの面倒を見れ

って言うてるようなもんなんですよ。それを公に、そういう立場とり続けていいのかっていうこ

とを聞いているわけなんですよ。

そこで聞いていきますけどね、待遇改善に入っていきます、何たって待遇改善一番ですから。

待遇改善のときには、もう一つ言った、町長も覚えてると思うんですけども、理由は、非正規の

保育士を福祉法人もって正規職員にして待遇をよくするんだ、これ一つ。これは実現できたって

言うてるんですよ。そのろろ、町立保育士では臨時保育士がなくなりますよって言うたんですよ。

なくすためって言ったんです。町での非正規雇用をなくすためだって言うたんですよ。今どうで

しょうか。今の数字の確認。町立の保育園では、町直営では、正規の職員が２０名いる。非常勤

職員が９名、相変わらず３分の１が非正規ではないですか。ろ局は、これを見る限りは、保育士

が子供たちが大事だと言いながら、それを見ていく大事な専門職である保育士を安定的に確保す

ること、またはその給与を保障するために、待遇改善するためにきちっと採用していないことが

町の責任ではないかと私思ってるんですね。そこでお聞きしますが、町の保育士と伯耆の国の正

規職員の平均額とその比較、これも前回出たんですね。前回は平成２９年に出ました。今回、平

成３１年度では、２９年で２年たってから何％か上げてるはずなんですよ。３１年度の正規職員

と町立保育園と伯耆の国の職員の平均額とその比較を求めます。それと、町非常勤保育士の報酬

金額は下らですか。これ調べたらわかりますよね、１種、２種、３種ですよね。それを出してく

ださい。年収で下らか。私は町の正規職員と比べますけん。どうでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。
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○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。伯耆の国の人件費ですけれど

も、お示ししております資料のほうで、④の人件費と正職員の数で割り算をしますと、伯耆の国

の平均は３９６２ ９００２となります。これには健康保険や年金保険料、の職手当組合などの

事業所負担分を含んでおります。それと、町の保育士の非常勤の職員ですけれども、週の勤務時

間が３８時間の非常勤職員の場合、１種、１年目の職員に関しては１６２ ６００２、２種は１

７２ ２００２、３種が１８２ ８００２という月額報酬になっております。２上です。 

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町の正規職員の平均給与を教えてください、平成３１年の。

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長です。先ほどと同じ④の人件費を、②の職員

数で割り算をしますと、町の平均は５８８２ ２００２となります。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長、聞かれましたよね。町の保育士の、これは年齢もあると思

うんですよ。もしどうしても言いたかったら年齢でそうじゃないって言うてくれたらいいと思う

んですけども、少なくとも平均で見る限り、町の保育士は平均５８８２ ２００２、伯耆の国が

３９６２ ９００２、これ平成２９年から見たらちょっと上がりましたよね、３年からもちょっ

と上がってるんですね。大分差については是正しようとしてるんだけど、町のほうも今回５８８

２って前回より上がってますよね。ここで見る限りでも、１９０２近い差があるわけですね。こ

の金額を見ながら、多様なニーズに応えてるのは給与の少ないほうだって言えますか。誰が考え

てもそんなこと言えないわけですよね。それを町が言ってきたんですよ。言ってきたろろが、７

年後の今になってるわけですよね。これを見た場合、町長どう考えてるかっていうことと、非正

規職員の給与を聞きましたよね。予算にも出てきますけども、１種、２種、３種でも一番多いと

ころでも２００２を少し超えるぐらいですね。もう半分２下ですよ。これについて町長、どう思

われますか。同じ仕事してるんですよ。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。私も職員の給与は見てるつもりですけれども、年間

平均で５８９２、６００２に近いのが平均というのは私も少し驚いています。私の想像している

よりも、かなり平均的に高いなと思います。何かの数字が余分に入ってるんじゃないかなと思う

んですけども、こんな給料を払ってるんですかね。非常に水準が高いなと思っています。平均で

すからね、平均でこれはかなり高い水準だなと思っています。給与はできるだけ高い水準でいい
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仕事をしていただきたいと思いますけれども、やはり公で仕事をする上には、それを負担してい

ただく住民の御理解と御協力がなければこれはできないわけでして、できるだけ安くとは申しま

せんけれども、適正な価格で最大のサービスをするというのが町長に課せられた使命だろうと思

っています。私は少し数字的に高いなと思ってます。総務課長がよく知ってると思いますので、

数字的なことについては総務課長のほうにも確認したいと思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。先ほど子育て支援課長が答弁したものでご

ざいますけれども、正規職員の給与の中には、やはり共済費等の部分が入っておりますので、そ

れを加味したものだというふうに考えております。２上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長、人ごとみたいなこと言うとってはいけんと思う。これは、

給与というのは、課長の方々はみんなもらってるじゃないですか。その給料を言ってるんですよ。

高いから驚いたっていうのは、私はそれは意外でね、それよりもこの差があるのに驚かんといけ

んと思うんですよ、同じ仕事させてて。言っておくのは、ほかの質問もしたいから、この差をつ

くってきたのは町なんです。少なくともすること２つ。１つは、民営化をこのまま続けるという

のであれば、抜本的にこの伯耆の国の職員の給与を正規職員に上げるための工夫を、あらゆる工

夫をすることですよ。差をつける必要はない。同じ町でやってて、差をつける必要ないんですよ。

そこに努力をすること。２つ目には、この民営化がよかったかっていうことについて、ここまで

経費が同じようにかかってきた段階では、どういうやり方がいいのかっていうことを、直営に戻

すことを含めて考えるべきだということを指摘して、次の問題に行きますね。

町長は、保育園の保育士が少ないような問題とか、今回の待機児童ができた中の一つに、保育

園の統廃合も考えんといけんっていうことを言ってきたわけですよね。町長が今回おっしゃった

のは、保育園統廃合というのは老朽化した園舎を何とかしたいから建てかえるときにって言うん

ですね。建てかえだったら建てかえって言うたらええんですよ。例えば１園、さくら保育園が３

８年たっているので、ここを建てかえたい。これだったら話わからんことないですけども、どう

して統廃合が出てくるのか。統廃合を言う背景に何があるのかっていうことを聞いてるんですよ。

これを聞く背景には、民営化の関係者の方が数年前に、行く行くは２つの保育園を１つにした分

であれば、民営化に持ってきてもいいのではないかっていうことを言われたってこと議会でも言

ったことあるんですね。そういうことが町民の中にまことしやかに出てるわけですよ。多くの人

たちはこれ聞いとったら、ああ、統廃合するということは、全部民営化していくのかなと思っち
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ゃうんですけど、その辺の考え方について違うって否定できますか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 統廃合の問題は、これから今、やはりやっと俎上に上ったところでござ

いますので、これから多様な意見も聞かなくちゃいけないと思いますけど、先ほど真壁議員が言

われましたように、小規模の保育園というのは保育士の労働に対して非常に負担がかかると、お

認めになっているように、私もそのとおりだと思っています。ですから、一定の規模というのが

なければ、やはり朝の早番であったりローテーションであったり、そういうものが非常に窮屈で、

やはり労働的には厳しくなってくるということは、真壁議員の言われたとおりであろうと思って

います。そういうことをやはり解消すること、それから、これからの子供たちの、先ほども申し

上げました、ゼロを、１を、２をの対応した園舎ではもうないわけですね、今までの。３０年前

には、ゼロをの子供たちが今のように、半分２上の子たちがゼロを保育を受けるというような環

境ではなかったと、このように思っています。これからの保育ニーズにあった保育園舎、安全の

確保、さらには保育をやっていただく保育士たちの労働環境の問題、そういうことを総合的に考

えて対応していきたいと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 私は統廃合の問題が出たときに、ちょっと不自然さを感じました

のは、町長は頭の中で、将来の子供の人口とかどう考えてて統廃合の問題出たかなと思ってるん

ですよ。町長、あなたが統廃合を考えるときに、子供の数はどういうふうに見ようというふうに

思ってるわけですか。何をもとにして、子供の数がふえようとしているのか減ろうとしているの

か、その数について、町は総合戦略で人口増も目指していますよ、人口増じゃなく、人口を減ら

すことを最低限にしようって認めていますよね。町長はどのようなものを使って人口を、子供の

人口はこれくらいで判断しないといけないだろうなって統廃合のとき考えられるわけですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。あらゆる資料を使いながら人口の推計はしていかな

くちゃいけないと思ってますけども、残念ながら今回の、今までの数字の中で、当初努力を重ね

ながら、９０人に近い子供たちを維持しようということを向かっていますけれども、出生数とし

ては７０人を割っていますね、手６０人から７０人あたりを行ったり来たりというところだろう

と思ってます。よく数字が大きく落ちないというところには評価をいただいていますけれども、

しかし、この傾向というのはこれから先も続くだろうと思っています。それよりも、先ほど私が

申しましたように、保育の環境がゼロを、１を、２をに対するニーズが大きく変わってきていま

－３１－



す。これは、これから先々も変わらないだろうと思います。そういうことに対応するために、や

っぱり保育園の新たなあり方というものは検討する時期に来てるんじゃないかと、このように思

ってるところです。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長、できたら具体的に数字を出してほしい。例えば、町が総合

戦略で、将来にわたっての人口推計して子供の数も出しているのではないかと思うんですよ。で

きれば２０４５年とかで ０００人になるとかっていう社人きでしたっけ、ありましたよね。そ

れではなくって、もう少し身近なほうがいいので、２０３０年ぐらいで、例えば、国は南部町は

どれぐらい減ると言ってるけども、南部町は努力してこれぐらいに抑えて、差がどれぐらいあっ

て、そのろろ、子供は２０３０年ではゼロをから５をまでどれぐらいの数字だっていうの出てる

と思うんですけど、どうですか、これ答えられますか、担当課。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 企画監でございます。まず、国立社会保障・人口問題き究所、２０３

０年の数字を言わせていただきます。こちらの数字では、 ０２３名の人口になっています。そ

して、南部町のシミュレーション、これは人口ビジョンで、移住とかそういったものを加味した

ものになりますが、こちらが ９２２名、およそ９００人の差が出ています。ただ、南部町シミ

ュレーションのときの特殊出生率が、現をの実際の特殊出生率と大きく変わっているもんでして、

２０３０年の推計は社人きの人口推計のほうに近づくのではないかというふうなことが推察され

ます。

○議員（13番 真壁 容子君） 子供の数は。

○企画監（本池 彰君） そちらのほう、２０３０年になりますと、社人きのほうになりますと、

ゼロをから４をにつきましては２４９名、そして５をから９をにつきましては２８９名となって

ます。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） ありがとうございます。町戦略で子供の数っていうのわかりませ

んか、町戦略の２０３０年はわかりませんか。（発言する者あり）子供の数。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 済みません、今そこまでの数字が出せません。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長、先ほどの数ですよね、現を南部町の数字だけで見れば、保

－３２－



育園に通ってる子、手３２５人、それがあと１０年では、何ぼって言ったっけ、ゼロをから４を

が２４９人、５をから９をまででしたっけ、２８９人、２４９で５をの子を入れても、５０人だ

とすれば手３００人ぐらいですよね。全部が全部保育園に行ってるわけじゃないけども、その数

字見てどう思われました。めちゃくちゃ減ると思いました。どう思いました、町長、まず。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。保育園の１つの園の規模っていうんですか、先ほど

から話に出ております、その園の規模をどのぐらいに考えるのかだと思います。真壁議員も言わ

れましたように、６０人、７０人の園を運営するのは、非常に過重な労働がかかります。さらに

ニーズとして、朝７時から夜７時までというようなニーズをかなえようと思えば、そのローテー

ションは非常に苛酷な環境になってくるのはおのずと知れてます。一定の規模がないと、やはり

保育士の確保も難しいだろうなと思います。また、保育士の確保によって、いい保育、同時に子

供たちの環境を考えた場合に、先ほどの繰り返しになりますけれども、ゼロ、１、２をまで、こ

ういうことはこれまで想定がされてなかったわけでして、これにもやはり対応した保育園は望ま

れてると思います。そういうことを考えてやらなくてはいけませんけれども、今御質問がありま

した、仮に３００人であれば、２つに割っても１５０人ですか。１５０人の保育園の規模ってい

うものは、それだけでいえばかなり大きいなというぐあいには思いますね。この辺の保育の推計

だとか、つくって１０年、２０年の問題ではありませんので、これにどうやって対応していくの

かっていうことも、また皆さんの多様な意見も聞いていかなくちゃいけないなと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 一つ、町長は、私が小規模だと保育士が足りなくなるって言うて

るのは、捉え方違いますよ。正規職員が少なければ負担が多いって言うてるんで、規模が小さか

ったらいけないなんて言ってませんからね。それと、もう一つは、３００人、そう変わらへんこ

とを見れば、これを２つにすることになったら１５０人規模の保育園になるんです、大き過ぎる。

次の消費税に行きたいので、私、この分で、なぜ統廃合の問題言ってるか言っておきます。統廃

合考えるときの視点は、まず利用者本位で考えること。２つ目には、どうするか、建物の維持管

理をどうするかっていうことで、費用のことあると思いますが、維持管理費よりはるかに更新費

用のほうが高くつくということ。どこともやってることは、節手の仕方は、建物の規模を小さく

したりとか、数を少なくするのではなくって、耐用年数を長寿命化することで経費削減を行って

るということ、この立場で行うべきだということ。もう一つには、さっき言ってるように、決し

て方向としてお金を削減するとか、そういうところからではなくって、利用者本位の立場からど
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うあるべきかって考えれば、少なくとも４つの保育所をその場所で残して、定数を考えながら利

用の便利を図っていくために残していくべきだということ。中身については、建てかえ問題でい

えば、この家も３５年で家を建てかえるか、まして鉄筋等でやってて、これは西伯小学校である

ように、長寿命化図ることであれば、最近の技術であれば、建てかえでなくて、これを大幅な改

修工事っていうのも行えると思うんですよ。そういうことも考えて、そこにお金を使うのではな

くって、子供の保育費用とか、待遇改善の保育士のお金使うべきだっていうことで、次、消費税、

時間がないので一番最後行きますが、一つ教えてほしいのは、町財政の影響で、お金が ５００

何２でしたっけ、実際、 ４３１２２、これが浮いてくると言いました。町長、このお金が無償

化によって ４３１２２が、町が出した分が少なくなるのは ４３１２ですか。もう一回確認。 

○議長（秦 伊知郎君） 子育て支援課長、吾郷あきこ君。

○子育て支援課長（吾郷あきこ君） 子育て支援課長でございます。４月に賦課をしましたものを

単単に単に計算をして、３をから５をの子供のものを算出したものが ４３１２２程度と見込ん

でおります。なので、町が既に軽減をかけている金額について不要になるものという、不要とい

うのは適切ではないですね、保護者からいただかなくなるものということでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。残り時間が少なくなりましたのでお願いいたします。

○議員（13番 真壁 容子君） ４３１２２が保護者が負担軽減になるっていうことですね。ち

ょっと聞きたいのは、町がどれだけお金が浮いてくるんですかって聞いてるんです、どうですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。これもまだ明確にわかりません。わかりませんが、

私の推論ですよ、国のほうは地方財政計画にを出の全額を計上するというぐあいに言ってますの

で、いわゆる交付税で算定をするということですよね。そうすると、基準財政需要額の中に入る

わけですけども、収入額の中に消費税が入ってきますので、これは町にとって、もう一回よく精

査してみないといけないことだろうと思ってます。余分な金は間違ってもくれないと思いますの

で、どれだけ需要額に算定されるのか。消費税のほうが多かった場合には、算定はどこかで頭打

ちにされるんじゃないかと思っています。地方交付税の財政調整というのを各団体向けて、必要

財源額を確保するというぐあいに言ってますので、このあたりのところをもう少し精度を上げた

ものを見なければ、私もこのお金の流れについては軽々には言えないと、このように思ってます。

○議長（秦 伊知郎君） 真壁容子君。

○議員（13番 真壁 容子君） 町長、その話です。無償化に係る地方負担については、国は地方

財政計画の最初に全額計上して、一般財源総額を増額確保した上で、地方交付税算入するって言
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ってるんですよ。消費税分とか関係ないんです。一般交付税の中に入れてくるから、全額を基準

財政収入額に算入すると、関係閣僚合意で決まってるんです。ということは、町村長とすれば、

これを全額その場で実施しろということですね。私が求めたいのは、ここで浮いてくる ４００

２から ０００２の間のお金をほかに持っていかないで、保育園の費用として使うこと、このこ

とを求めたいと思うんです。そのことを聞いて、質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） これはここでお手束することもできませんし、その浮いた財源を全部、

保育園にということはならないと思います。今言ったように、交付税で算入される額っていうの

は、町全体の中で必要な需要額に対してのものでございますので、そういうわけにはならないと、

このように今のところ思っています。まず、１回、内容等を十分精査しながら、そこの辺、対応

していかなくちゃいけない事項だろうと考えています。

○議長（秦 伊知郎君） ２上で１３番、真壁容子君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとります。再開は午後１時、１３時にしますので、よろし

くお願いいたします。

午前１１時２６分休憩

午後 １時００分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

午前中に引き続き一般質問を行います。

７番、仲田司朗君の質問を許します。

７番、仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ７番、仲田司朗でございます。議長のお許しを得ましたので、通

告のとおり、地域防災の取り組みについて質問させていただきます。

鳥取県西部地震、阪神・淡路大震災や東日本大震災などの巨大災害を経験して、地域レベルの

防災の重要性が再認識され、その強化をいかに図るかが問われている昨今、南部町でも、地域防

災について、地域住民の皆様に防災意識を持ち、安心安全な町をつくっていかなければなりませ

ん。そこで、地域防災の体制、地域防災の計画、地域防災の課題についてお伺いします。

１つ、各地域振興協議会に２前採用された防災コーディネーター職員の成ろ、また、現をの状

況についてお伺いいたします。今後、どのようにしていきたいのかというものでもございます。
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火災予防普及や目的に、防災啓発機材を１台にパッケージし、イベントや小学校、集落等への

出張活動が容易になり、１１９番通報訓練装置や模擬消火器を搭年している消火通報訓練装置、

けすゾウくんを使用して、各振興協議会で地域住民に防災意識の高揚がなされましたが、その後、

どのようになっているのでしょうか。

２番目、地域防災での地域振興協議会の役割は、どのようにされようとしているのでしょうか。

３番目、土砂災害区域地内にあるふるさと交流センターは、避難所にはならないという話をお

聞きしたことがございますが、その後、どうなっているのでしょうか。もし、避難場所でできな

いということであれば、新たに模索しなければいけないと思うのですが、これについてお伺いい

たします。

４番目、各集落の防災体制について町はどのように認識しておられるのか。集落によっては、

防災体制に温度差があるのではないか、その打開策はどうなってるのでしょうか。

５番目、総務課内に防災室の設置の考えはないのでしょうか、お伺いします。現を、事務職員

の担当者と新たに採用されている防災担当者で町内の防災全般の取り組みが行われていますが、

近年の豪雨災害等を鑑みると、いつ災害があるかわからない状況であります。そのため、限られ

た職員ではなかなか対応し切れないのではないかと思います。そこで、私の提案として、町内に

は専門知識を持った消防ＯＢ職員がおられますので、その方の協力を得て、地域防災にもっと力

を入れて、地域に根差し、地域の実情に即し、地域の方と一緒に減災を図ることができるという

思いで、防災室というのを検討されてはいかがかということでございます。２上、５点について

お伺いします。

２上で壇上からの質問を終わらさせていただきます。よろしく御答弁をお願いします。

○町長（陶山 清孝君） 議長、済みません、ちょっと休憩をいただければ。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩をとります。

午後１時０４分休憩

午後１時０５分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、仲田議員の御質問にお答えしてまいります。

地域防災の取り組みについての御質問を頂戴いたしました。まず、地域振興協議会に配置した

防災担当職員の成ろはどうだったのか。今後、どのようにしていきたいのかについての御質問を
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頂戴いたしました。

平成２１年度から平成２３年度まで各地域振興協議会に防災コーディネーターとして、当時の

緊急雇用対策として雇用をいたしました。設置目的としては、災害対応のノウハウを習得し、地

域住民と連携して防災減災活動を行う人材の育成リーダーでございました。特に自主防災組織が

効率的に機能するよう、調整や取りまとめ等を行いましたし、各集落へ出向き啓発活動を行い、

住民の意識を着実に向上させるなどの評価をいただいておりました。その後、各人は、集落支援

員としての雇用となっています。このように雇用の体制は変わっても、地域振興協議会として集

落支援をしていく意義は継承しているものと考えております。

次に、地域防災での地域振興協議会の役割についてお答えいたします。

災害や火災が発生した場合は、当然、町がまず対応することになります。しかし、大規模災害

が発生した場合、または発生が予測される場合には、全てに対して町が対応することは物理的に

無理が生じます。御質問の地域振興協議会の役割は、災害予防への参画、いわゆる防災訓練によ

る備え、避難所運営などにあると考えています。

このたび、６月３０日に行われます防災訓練においては、役場、消防団、地域で同時に行いま

す。地域での訓練は、昨年の大雨時の教訓から土のうを各地域で作成する訓練を行うこととして

おります。今回の参加は８６集落となっております。

次に、ふるさと交流センターにかわる避難所はどうなっているのかについてお答えいたします。

南部町地域防災計画では２２カ所を避難所として指定しており、ふるさと交流センターも地震

時の避難所に指定しております。しかしながら、土砂災害時については、土砂災害警戒区域、イ

エローでございますが、これに入っていますので、避難所として指定はしていません。そのため、

他の避難所である東西町コミュニティセンターやプラザ西伯などに避難誘導する計画になってお

ります。

続いて、各集落の防災体制について町はどのように認識しているのか。集落によって防災体制

に温度差があるのではないかという御質問についてお答えいたします。

各集落は、それ下れ地域の特性を生かした防災体制となっていると認識していますし、集落に

よっては高齢者の方の割合が高く、思うように活動できないところもあることは承知しています。

役場では、この次の３点により地域防災力の底上げを図りたいと考えています。

まず１点目は、本町の地域防災力を知るために、本年５月に全世帯を対象に防災意識アンケー

トをお願いしています。集計や分析はこれからですが、このろろにより地域の防災に対する意識、

避難に対する意識や防災体制などがある程度わかってくるのではないかと思われます。これをも

－３７－



とに必要な取り組みや方法を模索し、次の施策に生かしたいと考えています。

２点目は、地域防災力の強化のための人材育成として防災士を育成したいと考えています。こ

のことにより、より集落に近い立場での、防災に関する地域のリーダーを育成したいと考えてい

ます。

３点目は、集落に出向き、これまでもやってきております自主防災組織の強化を行いたいと考

えています。

最後に、総務課に防災室設置の考えはないのかについてお答えします。

防災に関しましては、現を、担当、２名体制で行っています。役場全体の職員のバランスを考

えると、室の設置はなかなか難しいと感じているところでございます。一方、近年、防災を含む

あらゆる危機管理が求められていることから、今後、総合的に危機管理体制については検討する

必要があると感じています。また、議員がおっしゃいますように、役場職員だけでは防災につい

ての専門的な知見には限界があるのも事実です。そこで、地域にお住まいの専門知識を持った消

防等のＯＢの方々を活用することも一つの方法だと思います。現に地域振興協議会では、そうい

った方を防災訓練等での講師や指導者として活用しているところもあるとお聞きしております。

今後も、消防ＯＢに限らず、地域の宝である人材の活用をあらゆる角度から模索したいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。

２上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君の再質問を許します。

仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） どうもありがとうございました。

地域の防災力というのは、行政もさることながら、地域の皆さんと一緒になって取り組まなけ

ればできないものではないかなと、私は常日ごろ思っております。そのためにも、地域住民の皆

さんにきちっとした防災のノウハウというよりは、防災というのはどんなもんだということをま

ず理解していかなければいけないんじゃないかなと私は思っておるところでございます。

特に、訓練もさることながら、災害につきましては、休日、夜であったり、平日にあったり、

それから、中には夜間の雨天のあったときなんかにもある場合がございます。そういうときの地

域の捉え方、そして、その中で、今、振興協議会でも集落支援員として継続しておられるという

ことですけれども、どこまでそれをされようとしているのか、その辺について、まず、１番目の、

集落支援員で継続されているということですが、その後、防災についてどのような格好でされて

いるのか、その辺はおわかりでしょうか。
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○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。防災コーディネーターから集落支援員へ変

わりまして、事、防災だけをとってみますと、地域振興協議会の中で役場から出向きます説明会

でありますとか、そういったところでの活躍は承知しておりますけれども、それ２外の部分につ

いては余り活動はないような感じで見受けられます。ただ、地域の集落支援員という形で、防災

に限らず、その他のことで皆さん方に御協力を願っているというふうに私どもは考えております。

２上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 先ほど、町長のほうの話でも防災に対する熱意というのを感じま

す。しかしながら、地域振興協議会の中では、先ほどもありましたように、地域の中で避難所の

開設だとか、あるいはその啓蒙とか、そういうものが主で、実際の実施ということになるとなか

なかそこは対応し切れないんじゃないかなというのは、なぜかいうと、平日勤務だということで

ございますので、なかなかそこまで対応し切れないというのが事実だと思います。ですから、こ

れをあえてずっとやりなさいというのはなかなか難しいのじゃないかなと私は思いますが、その

ような格好で認識してよろしいんでしょうか。その辺を確認をしたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。振興協議会には、災害時には大変お世話にならなく

ちゃいけなくなると思います。しかし、議員が今おっしゃられたとおりでございまして、その混

乱した中で振興協議会で一手にそこを差配するということは、これは困難だろうと思っています。

防災計画にも年っていますように、まずは役場職員、関係者が避難所等の緊急体制に入ります。

しかし、これまでの大型地震等を見ても、避難されるのは最大マックスで３割と言われています。

いわゆる７割の方は、御自宅や車の中や駐車場や安全なところで避難をしておられるわけでして、

この人たちの罹災証明はすぐ役場に来ます。そうしますと、役場の体制整備はすぐにやらなけれ

ば皆様の安全は確保できないと思っていますので、いわゆる出だしの３日間、目安でございます

よ。目安では３日間までは何とか行政もそこのところで避難所とか、訓練は一緒になってやりま

すけども、そこから地域の皆さんと交代をしなくちゃいけないということが出てこようと思って

います。こういうところの訓練はまだまだ不十分だなと思っていますので、そういう意識を持ち

ながらやること。

さらには、ふだんからの地域の中へ、先ほど答弁しましたように、高齢者だけの地域もござい

ます。その中で防災リーダーをつくるのは非常に困難だろうというところがありますので、そう
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いうところは、今度の６月３０日もやりますように、協同で土のうづくりをしたり、こういうと

きにはどこに避難するのかというような訓練の中に、振興協議会を通じてそういう訓練の場をつ

くっていただいて参加をいただくと、こういうようなことも有効ではないかと、このように思っ

ているとこです。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ありがとうございました。

職員さんの対応の問題がございますけれども、やっぱり振興協議会の皆さん方も、そういう防

災に対するふだんからの意識というものを、現をも継続されておると思いますけれども、この場

で再認識していただいて、取り組んでいただきたいというように思うところでございますが。

続きまして、２番目の地域振興協議会の役割というような格好での捉え方につきましては、先

ほど職員の話もありましたけれども、町としては、どのような格好というのは、先ほど言われた

体制づくりということなのでしょうか、ほかに何か、特別にこうやりたいというような思いが今

後あるのでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。答弁しましたとおり、平常時の訓練の中心になっていただく

ようなとこもあると思います。なかなか一つの集落ではできないところに、仲田議員もおっしゃ

ってますように、キャリアを持った消防ＯＢだとか、そういうところをよく知っておられますの

も振興協議会でございますので、そういう仲介に入っていただいて、技術の向上、知識の向上と

いうことを図っていただくということと、避難所の運営ということを期待をしてるというところ

でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） どうもありがとうございました。

じゃあ、続きまして、３番目でございますが、ふるさと交流センターにつきましてお伺いしま

す。先ほど答弁の中で、土砂災害区域でありますけれども避難所として地震時のときはあるとい

う話がございました。特にイエローゾーンだということで、東西町とか、そういう他の地区に避

難していただくというような話がございますけれども、確かに高い山の険しいところの下にある

わけでございますが、設置しているところが。これにつきまして、たしか近くで砂防ダムの設置

もできたと思いますけれども、その辺につきまして、ちょっと御説明をいただけたらと思います

が。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。
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○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。ふるさと交流センターですけれども、これ

までは砂防ができるまで、砂防ダム２つですかね、２カ所ありますけれども、それができるまで

は県が言いますレッドゾーンに入っておりました。その後、２つ目ができた段階でイエローゾー

ンのほうに変更になっております。ということで、地震時については活用が可能かなというふう

に思いますし、ただ、風水害、水害のときには土石流の可能性もあるというところもし案したと

ころ、今回の避難所では不適切ではないかということで、その他の避難所である、例えば近くで

いいますと、東西町のコミュニティセンターでありますとか、あるいは、ちょっと遠くなります

が、事前のお知らせをいたすところで、プラザ西伯といったところに誘導したいと思っています。

ただ、河川等の状況もありますので、地形並びに河川等の状況も考えまして、その辺も含めて、

安全な場所への町民の移動を心がけたいというふうに考えています。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ありがとうございます。

なぜ、このふるさと交流センターの話をさせていただいたかというと、住民の方には、もう避

難所ではなくて、レッドなんだから使えないんじゃないかという話を聞く方が何人かおられます。

ここで、やっぱりせっかくこういう放映の中で、実際にふるさと交流センターは昔はレッドだっ

たんだけど、地震時のときは使えるけども風水害は使えんだよ、だけど、大丈夫ですよというよ

うなところをきちっと言っていただいたほうがいいのかな。それが何か誤った格好で、もうとに

かく避難所に使えないんだというような感じで思っておられる方があるような感じがしますので、

その辺を再度確認をしていただけたらと思っておるところでございます。２上です。確認をして

いただければと思うんですけど。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。議員おっしゃるとおりで、地震のときは、

ふるさと交流センターを避難所として使うことができます。ただし、大雨等の風水害の場合は、

避難所としては使うことはできないというふうに判断しておりますので、御理解をよろしくお願

いします。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） どうもありがとうございました。

ふるさと交流センターはそういう対応であるということですので、これは地域の方も御理解い

ただけたじゃないかなと思います。じゃあ、そこで新たに避難場所を模索しなければいけないん

じゃないかという方もおられますけれども、なかなかそれには場所的な問題なりがありますから、
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今すぐにそういうことはできないと思いますが、今の現状で対応していただきたいということだ

と思うんですが、その辺も確認をさせていただけたらと思いますが。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長であります。現状ではそういう状況ではございますけれど

も、まず最初に、自分の身を守るということが先決かと思います。その中で早目の避難を行政と

しても促してまいりたいと思っています。そこで、各集落にあります、例えば公民館であったり、

そういうところが指定避難場所になっているというところもありますので、そこは集落の中でお

話をいただいて、例えばこの集落だったら、ここの場所は昔から土砂崩れはしていないとか、そ

こまでは水が来ないであろうといったところにまずは避難をしていただきたいというふうに考え

ています。そこが確実に安全かというのは保証できませんけれども、まずはそういった避難行動

が必要ではないかということを訴えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ここに中央防災会議対策実行委員会のほうの第１３回の資料とい

うことで、平成３０年度７月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループ

の報告というので提言があっております。そこの中の具体的な例として、先ほど言われるように、

みずからの命はみずからが守る意識の徹底や地域の災害リスクととるべき避難行動等の周知とい

うことで、平時より、災害リスクのある全ての地域で、あらゆる世代の住民を対象に、継続的に

防災教育、避難訓練等を実施ということが出ておりますが、先ほど町長のほうから、６月３０日

に大規模な、８３集落ですか、防災訓練をされるということでございますが、これについての具

体的な内容、もしお持ちであれば、教えていただけたらと思うんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 休憩します。

午後１時２５分休憩

午後１時２５分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長です。今回、６月３０日に行います防災訓練の中身をかい

つまんでお知らせしたいと思います。

まず、職員と消防と地域住民と３本立てで行いたいと思っています。職員については、その日

に参集して、災害対策本部を設営して、その中で訓練を行っていくということになります。それ
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から地元消防団につきましては、土のう作成の訓練の支援を行った後、地域でやりますけれども、

その後に、消防団単独でよ助資機材の取り扱いの訓練を行うこととしています。それから住民の

皆様でございますけれども、手８６集落の皆さんにお世話になりますが、土のうの作成訓練とい

うことで、土のうをその日につくっていただいて、つくり方、それから積み方、そういったとこ

ろの訓練を行いたいというふうに考えています。２上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） どうもありがとうございました。

たまたま町長のほうから６月３０日の防災訓練の話が出ましたので、町民の皆さんにどういう

格好でされるのかということをちょっとお聞かせ願いたいということで、説明を求めたものでご

ざいます。

私は、自主防災組織というものは、先ほども町長ありますように、行政と地域住民と皆さん方

が一緒になって取り組めるような組織でなければいけないと思いますし、特に自治会とは重なら

ないところもあるかと思いますが、組織の課題は、役員や全体の高齢化とか、役員の入れかわり

とか、あるいはスキルの低下とか、地域によって意識の格差があったり、防災訓練のマンネリ化

などで災害対応能力が高い組織ばかりとは言いがたいというのが、総務省のほうの話も出ており

ましたが、先ほどもありましたように、６月３０日、そういう訓練をして意識づけをして、地域

の皆さん方と一緒にやろうということであれば、やっぱりすごく、まず、インパクトが強いんで

はないかなと思うわけでございます。ただ、問題は、これを、ここにもマンネリとありますけれ

ども、やっぱり継続してやれるようにやらないと防災の意識っていうのは高まらないと思うんで

すが、その辺についてはいかがなものでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。マンネリ化してはならないと思いますし、今、今回

の課題は、７月豪雨、それから台風２３号で避難勧告、避難指示を出したんですけれども、その

ときに、災害対策本部、役場じゅうの電話が鳴りやみませんでした。それは、ほとんどが水が出

たので土のうを持ってきてくれ、土のうでした。その最中に職員が土のうを持っていったり、消

防団が土のうを持っていくことはまず不可能です。ふだんからその地域の中で土のうを持ってお

く、土のうを用意するということが今回のキーワードです。

議員もおっしゃったように、地域の中には消防団もいますし、西部広域消防のＯＢまたは現職

の方、警察や自衛隊のＯＢ、いろいろな宝がたくさんおられると思います。集落では無理であっ

ても、振興協議会ぐらいまで幅を広げれば、いろいろなそういう知識や知恵や能力を持った方も
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おられますので、総力を挙げて、そういうことで、まず命を守るという行動の原点に立ち返った

訓練をこれからもですね、今回は土のうをやりますけれども、次には新たな課題を皆さんと相談

しながら、見つけながら、一つ一つ対応していきたいと、こう思っております。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） どうもありがとうございました。

そういう格好で、とにかく継続しながら地域の集落は地域が守る、そして、その中に自助、共

助というものがあるわけでございますので、行政のほうも一緒になって、手を差し伸べて、減災

対応をよりしていただきたいというのが私の思いでもございます。

特に、そこの中で出てくるのが、まず、子供さん、水害・土砂災害のリスクがある全ての小学

校・中学校等においては、毎年、梅雨時期とか台風前までを目途に防災訓練や避難訓練を実施し

たらとか、命を守る行動、避難を実践的に学ぶことにより、みずからの命はみずからが守る意識

を醸成してほしいというのがこのワーキンググループの報告ではございます。それから、地域の

中では、全国で防災の基本的な知見を兼ね備えた地域防災リーダーを育成、各地において適切か

つ継続的に自助・共助の取り組みを実施、それから、高齢者については、防災・減災の実施機関

（防災）と地域包括支援センター・ケアマネジャー（福祉）が連携し、高齢者の避難行動に対す

る理解促進というようなことが出ておりまして、最後に、全国で地域に精通した水害・土砂災害

等の専門家による支援体制を整備してほしいということが出ておるわけでございます。

ですから、先ほども町長のほうの話で、地域の中には消防のＯＢ、警察のＯＢあるいは現職の

方、そういう方と一緒になって地域でというお話はいいんですけれども、その人たちと一緒にど

う対応するのかというところをやっぱりきちっとしていかないと、なかなかできにくいんではな

いかなと思うんです。やっぱりあの方にはこうやっていただきたいとかいうような格好のものが

ないと、ただ、そのときに来てくださいというわけにもならないと思うんですが、その辺の何か

アクションなり、そういうものはどうされようとしているんでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。２方向から考えないといけないと思います。１点で、

全て町が、あの方が何かあったときにはこういうぐあいに出てくださいというようなやり方には

限界があると思います。お仕事を勤められてたその方がおられなかったらつながらなくなってし

まいますので、私は、まず、自主防災組織であったり、自主防災会であったり、そういうものを

強化していかなくちゃいけないと思っています。その中で、自分たちのところには何が足りない

のか、これは資機材であったり、人材であったり、何が足りないのか。その足りない部分をどう
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補っていくのかということが大事だろうと思っています。リーダーがもし足りなければ、少し幅

広で３集落ぐらい集まっても、誰かにリーダーになってもらう方法はないだろうか、それでも足

りなかったら振興協議会を組織しながら、その中で何かできないだろうか。そういう、まず、災

害が目の前に常にあるんだということを私どもは啓発しますので、ぜひとも住民の皆様は、危機

が迫ったときにどうするのかということに真正面から考え取り組んでいただきたいと思っていま

す。

なお、今回、防災のアンケートをしましたけども、あれは県外でも同じようなアンケートをし

ていまして、その中で、あなたはどうすれば逃げますかという問いかけに対して、消防団か近隣

の人です。町長が下ら大声を張り上げても逃げませんというようなことでございました。それほ

ど近隣の皆さんの力、それから、消防団のみんなで逃げてくれということは、非常に効ろがある

というぐあいに思っています。町内のデータでどうなるのかというのは、今後また議会のほうに

も報告したいと思いますけれども、地域の力というのは非常に大きいと、このように感じており

ますので、その御支援をしたいと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） どうもありがとうございました。

そういう形で地域の人たちと一緒になって地域防災力を高めたいということでございますが、

先ほども町長の答弁の中で防災士を育成したいという話がございました。一昨年、私がちょっと

この防災士のことについて質問したときに、これは、防災士の資格を取るにもお金がかかるんで

すね。この資格を取るために五、六２かかったと思うんですけれども、その経費っていうのは、

じゃあ、どういう格好でされるのでしょうか。防災士を取ってくださいということで町がお願い

し、あるいは該当される方に支援をしていくのでしょうか。その辺をちょっとお聞かせ願いたい

と思うんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長です。防災士の育成に当たりましては、ろ構高額な、５２

とか、そういったところの金額が必要になってくることは承知しております。鳥取県の場合は、

鳥取県が半分ぐらいですかね、負担しまして、手半分ぐらいで防災士の資格は取れるようになっ

ております。ただ、これでも２２ ０００２とか、そのぐらいの経費はかかってくるというふう

に思っていますので、今後検討していく材料として、町単独でもその辺の手当ができないかとい

うところを財政側から見て、ちょっと検討しようかなというふうに思っています。２上でござい

ます。
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○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） 一昨年、私がこのことにつきましてどうですかという話をやった

ときに、そういう予定はないという話があったんですが、今回、防災士を育成し、そして、そう

いう資格を取って防災意識を高め、地域の皆さんと一緒に地域防災に力を入れていきたいという

ことでございますが、先ほど言いましたように２２ ０００ぐらいのお金が自己負担として、県

が補助されるんであればなるわけでございます。

実は、なぜこういう話をさせていただくかといいますと、私も防災士の資格を持っております

ので、それでこういう話をさせていただいてるところでございますが、その当時は全額、私が負

担させていただいたところでございますが、地域の方で防災意識があり、実際に防災に専門的に

やっていただける方があれば、少しでも御支援いただく、自己負担が下らかでもあってでも頑張

っていきたいという方があれば、やっぱりそういう格好で、全額補助というような格好ではなく

ても、自分が防災に対してとにかく頑張っていくんだという意識があれば、わずかな自己負担も

必要ではないかと私は思いますので、ぜひそういう取り組みをやっていただけたらというように

思っておるところでございますが、その辺につきましては、総務課長さん、いかがなものでしょ

うか。

○議長（秦 伊知郎君） 総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。先ほども申し上げましたけども、やはり地

域の防災力っていいますのは人だというふうに考えています。その中で、リーダーになります防

災士というものを、町としてもお願いしながらでも養成していきたいというふうに思いますので、

金額はさておき、そういったところに力を入れていきたいというふうに思っています。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ぜひ、お願いをしたいと思います。

さて、最後でございますが、総務課内に防災室の設置をということで、私、提案させていただ

いたわけでございますが、町長としては、そういう考えはないということでございます。ただ、

私は、ここにも言いましたように、豪雨災害とかいろいろ、今ごろ地域の防災につきまして、い

つ災害があるかわからない状況の中で、やっぱり限られた職員の中では対応し切れない。だから、

それは私は正職員がどうこうとか、そうじゃなくて、要は、そういう方を、協力を得られるよう

なシステムができないのかということなんですよ。電話１本ででも、そういうことがあったらち

ょっと協力してね、そのためにはこういうネットワークでやりますということもあるわけで、そ

のためには防災室というような、もっと力を入れるような格好のものが必要ではないかなと思う
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わけでございます。なぜかといいますと、町内にもそういう、消防のＯＢもさることながら、警

察のＯＢとか専門教育、自衛隊にしてもそうですけれども、ＯＢの方がろ構おられます。だから、

先ほど町長の話がありましたように、専門教育のいろんな方が定年の職者されてても、まだまだ

地域の中で御活躍できる方がいっぱいおられると思いますが、中には嫌だという方もあるかもし

れませんが。そういう方を御活用いただきながら防災の力というものを高めるような、何かそん

なことをやったらどうかなということでございまして、無理にこれをがんじがらめにするわけじ

ゃありません。何かそういうネットワークができたら、もっともっといいものが出るんじゃない

かなと。やっぱり災害は忘れたころにやってくるとよく言いますが、もっと何か仕掛けが必要で

はないかなというような感じが思いますが、その辺はいかがな。ただ、これはあくまでも私の提

案でございますので、これを絶対しなさいというわけではありません、なかなかこれは難しいと

は思いますけれども、その辺についてはいかがなものかと思いますが、もし答えられることがあ

れば、お聞かせ願いたいと思いますが。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長です。先ほどの答弁と重なりますけれども、２方向から考えなくち

ゃいけないと思ってます。役場の機能強化と、それから地域の自主防災の強化と。今言われまし

たように、地域の中の専門的な知識や知見を持っておられる方は、どちらかといえば、緊急時に

はその地域のために、自分のお住まいのすぐそばの命を助けるために動いていただくのが一番効

ろ的だろうと思っています。行政のほうは、また行政の中で、職員には気の毒なところもありま

すけれども、少々のことは我慢して役場に参集していただかなければ、町民の生命、財産は守れ

ません。ですから、ふだんから地域の皆さん、御家族との連携をとるだとか、どうするのかだと

か、まずは第一義的に自分たちの命をどう守るのかというのは、常日ごろからその意識は高く持

っていただかなければならないと思っています。

室の話を先ほどしましたけども、総務課は全員が防災担当だと思いますし、もっと極端なこと

を言えば、役場職員は辞令をもらったときから、横に任務として防災というものが必ずついてる

と私は思っています。全ての職員は緊急時には防災担当になると、そのぐらいの気概を持って事

に当たっていただきたいと、常日ごろ言っているところでございます。地域の中の防災力を上げ

るということ、それから行政も防災力を上げる、この二面的な面を鍛えながら、ぜひとも、災害

がないにこしたことはありませんけども、こういう時代ですので、ことしも間違いなく大きな雨

も降るでしょう。それに備えていきたいと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。
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○議員（７番 仲田 司朗君） ありがとうございました。

なかなか、これはあくまでも私の提案ですので、これについて論議するものではございません。

特に役場内のことですので、これは町長が決めることでございますが、ただ、言えるのは、地域

をよくしたいためにはどうしていったらいいのか、そして、それには災害がなっても、やっぱり

減災でできるようなやり方というのは何なのかっていうことが今後必要になってくるんじゃない

かなと思います。そこの中で防災と、それから福祉というものが連携しながらやっていかないと、

高齢者の避難誘導もなかなかできないし、あるいは高齢者なり、障がいのある方々の対応の仕方

っていうものは、やっぱり防災だけでは対応し切れないものがあるんではないかなと思います。

そこには福祉の力というものが出てくるわけでございますが、その辺につきましては、今回、防

災訓練の中では土のうという話がございますけれども、福祉とどうかかわりを、連携されるのか、

その辺についてもちょっとお聞かせ願いたいと思うんですが。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。災害弱者への対応は非常に苦慮してるところです。

先ほども言いましたように、いわゆるそのときに行政が本当に助けられるかというと、私は助け

られない可能性が極めて高いと思っています。そこで自主防災が生きてくるんだろうと思ってい

ます。浸水区域で、３月にお配りしたハザードマップで水位が２メーターといいますが、１回で

寝ている方は溺れ死んでしまいます。どうするのかということをまず、あのハザードマップで地

域や御家族や親戚で話し合っていただきたいわけです。そのときに、その２メーターの水位の中

を行政は近づいていくことさえできないと、このように思っています。地域の中でどうやってお

隣近所と助け合って、まず逃げるのか、または垂直に避難するのか、近くで避難する場所はどこ

なのか、こういうことをハザードマップを通じて、６月３０日、土のうをつくっていただくよう

に地域に言ってますけれども、ぜひとも御家族の皆さんや地域の皆さんはハザードマップを１回

見て、御家族へ連絡の仕方や、それから、いざ雨が降ったり、もし後ろが山であれば土砂災害、

近くに川があれば浸水被害、こういうことをお互いに話し合いながら、どうするのかを話し合っ

ていただけるいい機会になると思いますので、いろいろな面でそういう話し合うだけでも防災訓

練だと思いますので、ぜひ御参加いただきたいと思っています。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） どうもありがとうございました。

防災につきましては、先ほど町長の話がありましたように６月３０日に防災訓練をするという

ことを、町民の皆さんにきょうお話をした中でいろいろと御理解いただけたんじゃないかなと思
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います。これが地域の皆さん方の防災力のまず第一歩ではないかなと思います。ですから、こう

いうのを頻繁に繰り返すことによって、地域の防災力っていうのは高めていくことだと思います

し、先ほどもありました、リーダーを育成するために、そういういろんな関係機関の方に協力を

願うということも必要ですし、そういうことを踏まえた中で、みずからの命はみずからが守る意

識の徹底とか、そういうものがなってくるんじゃないかなと思います。地域には地域のいろんな

特質なり地域事情があります。ですから、地域に合った自主防災組織というものをつくっていく

ことが私は大事だと思いますが、この平成３０年７月豪雨による水害・土砂災害からの避難に関

するワーキンググループの報告の中にもそのような報告書が出ております。ぜひ、防災力を高め

る活動というのの、行政は音頭取りですが、実際に動いていただくのは地域の方ということもあ

りますし、先ほどの高齢者の方なりがなかなかできない、あるいは、それは広域的に地域振興協

議会の皆さんが対応し、そこで集落の人はなかなかできないということであれば、そこがフォロ

ーしていくとか、そういうような発想を変えていかなければ、自主防災というものがなかなか続

かないんじゃないかなと私は思います。その辺のところで、私もこれで質問は終わりますけれど

も、ぜひ自主防災というものにつきまして、必要性っていうのは今論議した中にあったと思いま

すが、いかに南部町版の自主防災組織、そして、それが地域の防災力というものにつくっていた

だけるような格好で、その音頭取りをし、地域の皆さんが一緒になって考えれる一つの場になれ

ば、私はろ構だと思いますし、そして、それが６月３０日の１ページだというふうに思いますの

で、ぜひその辺のところを力を入れていただき、町の顔として防災に力を入れてるんだというこ

とをやっていただけたらと思いますが、その辺について、町長、もう一度確認をしたいと思いま

すが。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。私からは、この雨の前に２つの出来事がありました

ので、その私の感じたところをお話しして、お答えにしたいと思っています。

１つは、先月、青木の建設省の法勝寺川の竣工がありました。これによって青木の内水はかな

り下がるだろうというぐあいに思います。小松谷川のほうの流れの中に法勝寺川の水が入り込む

ことが大きな原因だということを改めて私も知ったところでございます。小松谷川の工事も下流

部から少しずつですけども、入りかけていますので、ぜひこの進捗を早めたいと、こう思ってい

ます。

その中で、米子市長、それから建設省の御挨拶がありました。工事は確かに完成したけれども、

これはあくまでも想定する雨量というものがあってつくったもので、絶対なものではないと。と
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にかく雨が降って危なくなる状態があったら、まず、堤防を当てにせず逃げてくれという御挨拶

でございました。なかなか言いにくいことなんですけども、今の時代はやはりそう言わなければ

ならない。境地域の中の内水もありますけども、確かにポンプもあります。しかし、逃げていた

だかなければならない事例はもう間違いなく近い将来もあるでしょう。そのときにポンプがある

んだというぐあいに安心していただくのではなくて、基準２上の雨量が続いたときには、これは

まず逃げるしか方法はないだろうと、こう思った次第です。

それから、２つ目には、国交省の中国地建のほうから先日来て、真備の被災の状態を聞きまし

た。国交省の非常に優秀な技術者、さらには資機材をもってしても、堤防が壊れたのがわかった

のは次の日の朝だったそうです。全く連絡がつかなくなって、どういう惨状になっているのかわ

からなかったんだけれども、明るくなって上空からヘリコプターで、これは大変なことになった。

したがって、住民の皆さんは一晩中、その中で助けを待ってたということになります。いろいろ

な資機材、下ら科学技術が進んでも、守り切れる限度というものは必ずあるわけでして、ぜひ、

住民の皆様には、お互いに助け合う、それから、逃げろとお互いに声をかけ合う、これがもう原

点だなというぐあいに改めて思ったところでございます。

６月３０日の防災訓練も通じながら、ぜひ地域の皆さんで、また御家族で話し合っていただく

いい機会にしていただければと思います。御質問ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） 仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） どうもありがとうございました。

６月３０日の防災訓練の方向もわかりましたし、今後の防災の町がいかにいるかということも

ございましたので、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。

２上で私の質問を終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） ２上で７番、仲田司朗君の質問を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） ここで休憩をとりたいと思います。再開は午後２時１０分にしますので、

よろしくお願いいたします。

午後１時５０分休憩

午後２時１０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開します。

１０番、細田元教君の質問を許します。
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１０番、細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） １０番、細田でございます。最後のきょうの一般質問をさせてい

ただきます。たった２点でございます。

初めてでございます。１つは観光事業について、２点目は教育施策についてでございますが、

皆さんも御存じのように、新しくことしの４月だったかな、中田企画監のかわりに新しく県から

本池企画監が我が南部町に就任されました。お聞きしましたら、中田企画監は、たしか複合施設

の関係で一生懸命やられました。なら、本池企画監もそっちのほうに行かれるかなと思っており

ましたら、自分は観光事業にやるって言われまして、ああ、そうなんだ。で、ことしの予算を見

ましたならば、農泊とか民泊の施設改修とか、いろんな協議会の予算もありましたし、ああ、そ

ういう関係もあるかなと思いまして、陶山町長も、ならば、ことしの目玉は観光事業に力を入れ

られるんじゃないかと思いまして、観光について質問したいと思います。そうなれば、南部町で

の観光についての具体的な取り組みはどのようにされるんだろうかな。そうしたならば、南部町

はどのように変わるんだろうかと。それによって、推進する上で町民のメリットはどのようなこ

とを考えたらいいだろうかなと思い、わざわざ県から来られました企画監でございますので、恐

らく町長の意を酌んで、そのようなプランを立てておられると思いまして、町民の皆々様とこれ

を一緒になってお聞きしたいと思います。前町長は福祉のまちづくりで、福祉一筋で来られまし

た。ならば、陶山町長は今度は観光でやられるんかなと思い、期待をしておりますし、楽しみで

ございます。

続いて、教育施策でございますが、永江教育長のかわりに、前、南部町に来ておられました福

田教育長さんが就任され、南部町に里帰りされました。本当にありがとうというか、お帰りなさ

いませ。

その中で、永江教育長さんが、皆さんにもだと思いますけど、私にもはがきが参りました。気

づけば、永江教育長、１５年間、教育長として頑張ってこられました。コミュニティースクール

との出会いは、まち未来科の学びにつながり、高校生サークルや新☆青年団の再興、青年議会へ

と歩みを進めました。人権・同和教育や家庭教育、文化財保護や社会体育等々も人づくりやまち

づくりにその一翼を担ってまいりました。南部町の教育、一歩前への思いが多くの皆さんの御支

援やお支えによって具体化していくことを心から感謝申し上げますというはがきの内容でござい

ました。そういう云々ありました中で、バトンは次の走者へ引き継ぎましたという内容のはがき

が参りました。最後に、ミッション完了ですという永江教育長のメッセージがありました。

それをもって、新福田教育長さんは我が南部町に新しい教育施策をどのようにされるんだろう
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か期待が湧いてきました。そういうことで、今回の質問をさせていただきましたので、それを行

う中で、永江教育長は最後、青年議会までやってきて、青年が盛り上がるようになってきたと。

なら、福田教育長さんはそれを引き継いで、我が町の子供たち、未来がどのような姿にされるよ

うに今、手を打たれるのか、それを町民の皆さん方と一緒になってお聞きし、期待をしたいと思

います。

壇上からの質問は２上でございます。夢のある御答弁をお願い申し上げまして、次の再質問を

させていただきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） それでは、細田議員の御質問にお答えしてまいります。

まず、観光事業における南部町での具体的な取り組みを問うという御質問でございます。南部

町は、平成２７年に環境省が次世代に残していく重要な里地里山として選定されたのは御承知の

とおりであります。里地里山は、長い時間をかけて人々が自然と寄り添いながらつくり上げてき

た自然環境であり、町名を表記した町全域指定は西日本で唯一、この南部町のみだということで

ございます。これまでこの豊かな自然を生かしたイベントとして、４月には南部町さくらまつり、

６月には金田川ほたる鑑賞、１１月には富有の里まつり、全国柿の種とばしが開催され、また昨

年から農泊、民泊と連携したランナーズ・ヴィレッジ構想も進めているところであります。

南部町さくらまつりは、全国お花見１０００景にも選ばれており、法勝寺川土手などおよそ⒌

３キロにわたる桜が一斉に咲き、訪れる花見客を楽しませてくれます。これまでのぼんぼり明か

りに加え、ことしは手 ０００個のり明かりの設置もしたことから大変な好評を博しました。天

候にも恵まれたことから法勝寺一式飾りの展示を行った４月６日土曜日、７日日曜日には、例年

の単２上となるおよそ１２ ０００人が訪れました。この法勝寺川の桜並木は全国ネットの報道

特集で取り上げられたほか、各種報道で取り上げられるなど、これまでにない注目を浴びること

になったのは大変喜ばしいことでございます。また、６月の金田川蛍鑑賞では米子駅、皆生温泉

発着送迎バスには、これまでにない多くの海外の方々が利用されたと聞いております。これは海

外向けにＳＮＳ発信を行うなど、地道な広報活動の成ろだと感じております。１１月には、富有

の里まつり、全国柿の種とばし大会を開催しておりますが、こちらはことしで３１回目を迎える

こととなります。このイベント開催につきましても、海外向けへのＳＮＳ発信を行いますので、

かつてない多くの海外の方々にも参加いただけるのではないかと期待をしているところでござい

ます。これまでのパンフレット、ポスターなどの紙媒体を中心にした広報に加えて、ＳＮＳを活

用した情報発信を積極的に行ってきたことから、町外、海外の方々の参加が増加傾向にあると推
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察されます。今後もより一層の情報発信に努めるとともに、この南部町の豊かな里地里山を前面

に打ち出したイベントの充実を図っていきます。またイベント２外につきましても、桜並木の保

全管理、地域交流観光拠点として機能する、まちのえきの施設管理なども行っており、そこに事

務所を構える南部町観光協会とも赤猪岩神社へのツアー受け入れの各種ワークショップ、イベン

トの実施などで尽力いただいてるところでございます。

次に、観光事業で南部町をどのように変えられるのかについての御質問にお答えいたします。

２０２０年に ０００２人の訪日観光客を目標に２げていますが、この目標は達成するのではな

いかと思われます。さらに、その先の２０３０年には ０００２人に達するのではないかとさえ

言われている中で、このインバウンド客をどう南部町に取り込むかは非常に重要なことでござい

ます。楽天トラベルが発表した２０１８年インバウンド人気上昇都道府県ランキングでは、鳥取

県は伸び率で第一位となり、南部町へのインバウンド客も徐々には増加していますが、目に見え

る成ろにはつながっていません。ことしは、農泊推進協議会を中心に南部町自慢の里地里山の景

観を歩く、走る、食べるなどの体験宿泊型の観光、農家民泊を進めるとともに、その情報発信に

も注力していきます。また、緑水園やオートキャンプ場、ことし４月にオープンした、てま里な

どともあわせて、新たな観光資源の掘り起こし磨き上げを行い、それらのＳＮＳ等での情報発信

に努めることでインバウンドを含めた観光誘客につなげ、交流人口の拡大による地域経済の活性

化、地域住民の地域への誇りや愛着の醸成が図られるのではないかと考えているところでござい

ます。これにより、人と人のつながりが強くなり、つながることでまた新たな価値を生む南部町

になっていくことを期待しております。

次に、観光事業を推進する上での町民のメリットについての御質問にお答えいたします。地域

外から訪れその地域で消費する観光客をマーケットとする観光産業は、観光客が時間・空間を移

動する行程の中で、宿泊、飲食、土産物、交通などにさまざまな消費を行うため、サービス業だ

けでなく広範囲な産業に波及効ろを及ぼします。このようなことから、さきにも述べましたよう

に、交流人口の拡大による地域経済の活性化、いわゆる観光による経済波及効ろが大きなメリッ

トと言えます。ただ、観光事業のメリットはこれのみではありません。観光誘客を行うに当たっ

て、１つ、地域の問題意識を共有しみずからつくり上げていくこと。２つ、地域を観光的視点か

ら創造し、競争力を強化すること。３つ、観光視点のみならずまちづくりの視点を入れることに

より、地域住民の地域への誇りや愛着の醸成が図られる。このようなメリットがあるのではない

かと考えています。

もう一点の教育に関しては、教育長のほうから答弁をさせます。
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２上、答弁といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。これからの南部町の教育施策を問うとのことで

あります。私が教育長に就任して最初の議会ということでの御質問と受けとめました。細田議員

の御質問の気合いに負けないよう答えてまいりたいというふうに思います。

まず、教育施策についてお答えする前に、昨今、児童虐待による痛ましい事件、通学時におけ

る交通事故への遭遇等、被害に遭った子供たちや家族の方々へお悔やみ、お見舞いを申し上げま

す。本町においても他山の石とせず、安全対策、防犯対策を講ずるとともに、子供が被害者にな

らないためにすべきことをいま一度社会全体が考え、行動するときではないかと考えます。

さて、本町の教育は合併２来歴代の卓越したリーダーのもと、「南部町の教育 一歩前へ…」

の姿勢で先進的なことにも積極ろ敢に取り組み、着実な成ろが生まれていることは、議員の皆様、

町民の皆様も周知のところでございます。平成から令和へと時代とともにバトンを受け、さらに

一歩前へ踏み出す教育長として、キーワードは、ふるさと、愛、未来、そして、人づくりと考え

ます。そこで、これらのキーワードとともに、学校教育と社会教育を両輪として、ゼロをの子供

からお年寄りまでが笑顔で元気で、町民の皆さんの人生が豊かで、町全体に活気があふれ、南部

町で暮らすこと、南部町で育つことが誇れる教育に取り組んでまいりたいと考えます。幸いその

道しるべとして、昨年度改定された第Ⅱ期南部町教育振興基本計画をもとに、既に動き出してお

ります。

ここで、６つに絞って新しく考えていきたい部分を上げさせていただきます。まず、第１にコ

ミュニティ・スクールの取り組みでございます。次の段階として、中学校区を園、小、中学校が

真に一貫した形をとれるよう組織の改編及び推進を図ります。組織の改編に合わせて目指す子供

像を共有し、子供たちを地域の宝として地域の方々にも学校と一緒になって宝磨きをしていただ

き、将来の南部町を支える人材づくりを進めます。

第２に、４年目を迎えるまち未来科では、子供たちの未来のために必要な４つの力を地域の方

々にも御理解いただき、町のよさを伝えていただきたいと考えます。その１０年間の学びの集大

成としてのまち未来会議での生徒たちの発想を町の将来に生かす仕組みを考えていきます。生徒

たちには、自分たちの意見が認められ、町に貢献できたという成功体験をさせてやりたいと考え

ます。

第３に、保育や家庭教育の環境づくりとして、ゼロをからの保育の質を高め、保育と学校教育

とのつながりを強化します。教育委員会事務局にを籍する２名の幼児教育・保育専門員による園
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支援として、福祉と連携して子供たちの見取りを確実に行うと同時に、小学校への確実かつ２滑

な接続を図るため、南部町版保育要録の実施支援に取り組みます。さらに、家庭教育推進員が子

育てセミナーや訪問等による家庭教育の充実にも努め、子供が育つ地域環境整備を進めます。

第４に、生涯学習のあるまちづくりを進めます。これからの生涯学習は、自分自身の欲求や趣

味だけにとどまらず、その学びの成ろを地域社会に還元する学びの循環が求められています。そ

の拠点の１つが建設予定の複合施設であり、住民が集い学びの成ろが双方向となるよう新しく公

民館長を配置するとともに、図書館との融合を図り、新しい生涯学習の学びのスタイルを町民の

皆様に御提案できるよう、これまでの取り組みの見直しを図ります。

第５に、高校生サークル「Ｗｉｔｈ ｙｏｕ翼」とその延長線上に発生した新☆青年団「へん

ｔｏつくり」の活発な活動については、御承知のとおりでございます。まち未来科の学びを土台

に、これからの南部町の将来を託す人材の育成が進んでいると自他ともに認めるところであり、

国際交流や地域の活動への主体的なかかわりを一層充実させていこうと考えます。

第６に、人権教育について人権感覚を磨き、差別や不合理に気づき、行動につながる人権教育

・人権学習に取り組みます。大人はミカエルセミナー、子供たちはミカエルプログラムの実施を

通して一層の充実を図ってまいります。今年度は先日６月１日に人権フェスティバルを開催し、

小学校の人権の花運動や、日本一有名なお兄ちゃん松本隆博氏による人権コンサートなど多くの

御参加をいただきました。

２上、申し上げました教育施策を積み重ねていく先が、２つ目にお尋ねの子供たちの未来像へ

とつながってまいります。一言で申し上げるならば、心豊かな自律した子供であります。心豊か

という言葉と自律という２つの言葉について、少し御説明をさせていただきます。まず、１つ目

の心豊かについて、子供たちは既に南部町の豊かさを感じています。自然や文化だけでなく、挨

拶や行事などの触れ合いを通じて人々の心の豊かさも感じています。大人の姿から学び子供たち

が豊かな心を持つことは、今の子供たちに足りないと言われている自己肯定感や自己有用感の高

揚につながります。２つ目の自律とは、園児・児童は自分のことができる、立つ、という漢字の

自立。児童・生徒は、みずからの行動を律する、自律。高校生・大学生は、ひとり立ちする再び

立つという漢字の、自立、をイメージしております。

具体的には３つの目指す子供像を考えております。まず、第１に、夢や希望を持ち努力し続け

る子供です。ふるさと南部町に愛着を持ち、夢を持ったり志を２げたりして目指す自分に向かい、

日々こつこつと積み上げていくことです。第２に、みんなの気持ちを理解しともに支え合う子供

です。家族、友達、地域の人たちの思いや願いを理解し、学び合い協働する姿です。第３に、よ
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りよい集団、社会（まち）づくりを目指して課題を解決しようとする子供です。創造性にあふれ、

困難にもめげず一つの正解ではなく、最適な答えを導き出す前向きな意識を持ち続ける姿です。

これらの子供像や目指すものは目新しいことではないと映るかもしれませんが、これまでの南部

町教育の延長線上にあり、まさにぶれない子供像であると考えます。南部町で育ち学んだ子供た

ちが将来の町を支える大人となると同時に、世界で活躍する姿が教育行政の希望であります。

２上、新しい教育長ではありますが、不易と流行という言葉があるように、これまでの軸をぶ

らすことなく、学校教育と社会教育を両輪として南部町の今を認識し、新しいものを吟味しつつ、

子供や保護者、地域、学校という現場目線を大切に、南部町教育の一層の充実を図ってまいりま

す。令和元年からの新たな体制のもと、南部町で学んでよかった、さらに、子育てするなら南部

町、学校通わせるなら南部町、生涯学習するなら南部町となるよう、南部町から未来を切り開く

教育に取り組んでまいります。２上、答弁とさせていただきます。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君の再質問を許します。

細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） おのおの答弁、ありがとうございました。

特に福田教育長のパワーには私もたじたじでございますが、一番目の前におられる教育長のほ

うから再質問をさせていただきたいと思います。さっき教育長が言われましたキーワード、ふる

さとを愛し人づくりだと言われましたが、私もそれ共感いたしまして、町をつくるのは人であり

ます。人をつくるのは教育だと私は思ってます。今の教育長のずっと１点から６点、７点まで言

われましたが、私は教育は百年の計に当たる、南部町をつくる上にもそういう三つ子の魂百まで

っていう言葉がありますように、これらは今度ともに続けてきていただきたいと思いますけども、

この件について、いい返事をお願いいたしたいと。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。議員がおっしゃいますように、教育は本当に人

づくりであり国家百年の計という言葉もございます。かつて米百俵というような話もございまし

た。本当に教育っていうのはこれからの町を支えていく大きな礎になろうかと思います。そうい

う意味では、今の教育が決して２全だということも思っておりません。課題があることも十分認

識しておりますが、それらの課題を解決しつつ、今の子供たちの夢、希望、未来そういうものが

実現できるようにやっていきたいというふうに思っております。幸いにも今年度の学校体制、本

当にすばらしい学校体制で、校長のリーダーシップのもと取り組めるようになっております。社

会教育においても、社会教育委員さんはもっとも県下で行動力のある社会教育委員ということで
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認められているところであります。学校教育と社会教育を両輪として、これからさらに進めてま

いりたいというふうに思っているところでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 何か私が思ったことをさらさらさらさら言われるんで、次の言葉

がなかなか出ないですけど、やっぱり私の尊敬する過３の人で、教育者の方が、郷土こそ自己の

立脚地点であると着目されました。今の福田教育長の話をお聞きしましたらば、そのように直ろ

してるんですね。郷土には人が成長し活躍していく源の力があると言っておられました、その方

も。福田教育長が言われたのと何か共通してる。もう一つは、一人の人間は身近な地域に根差し、

郷土民であると同時に国家に属する国民でもあり、世界を舞台とする世界民でもある。この３つ

の自覚をあわせ持つことで人生の可能性を豊かに開花することを訴えられたと。云々で、そうい

う開かれた郷土愛こそが世界市民の魂であるとその先生は言っておられました。何か生き写しの

ように感じまして、その中でもう一つ、福田教育長が言われました人づくりの中で、未来科にち

ょっとありましたが、教育はなんじ自身に勝ち、社会に出て勝ち、そして人類の未来に対して勝

ち行く力を意識するものであるとまでその先生言っておられたんですね。何か福田教育長と一緒

のような気がしまして、これをぜひとも南部町におられる間、またずっと骨埋められると思いま

すけども、こういう気持ちでぜひとも、南部町の子供が自分のふるさとは南部町であると、誇り

を持てるような教育をしていただきたいと思いますけども、その点はいかがでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。ふるさとという話が最後にございましたけども、

私も一つふるさとという言葉で、実は２前南部町におりましたときに、ＡＬＴがやってまいりま

した。ＡＬＴと話をするとＡＬＴは必ずアメリカから来たとか言わないで、アイダホ州から来た、

どこどこから来たって、自分のアイデンティティーというか、ふるさとを真っ先に言います。私

も外国に行ったら日本から来たって言うのかなと思って、やっぱりそこのときに南部町から来た

って外国に行っても言える、どこに行っても南部町というところに自分の魂があり、根っこがあ

るんだということが言える子供たちにしていきたい。まさに、そういうことができる地域ではな

いのかな、地域、保護者の皆さんの支えによって、今子供たちはそういうふるさとを少しずつ、

読本を読むとかそういうことではなくて、地域の皆様の声や姿で学習をしているんではないかな

というふうに思いますので、一層このふるさとをキャリアも含めて、ふるさとキャリア教育とい

うような言葉で今はくくりますけども、そういう子供たちの未来につながるような教育も地域の

皆様、保護者の皆様のこれまで２上の絶大な御理解を、御協力をいただいて取り組んでまいりた
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いというふうに思っております。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） まさにそのとおり、ぜひともお願いしたいということと、もう一

つお願いがあるのは、小学校、中学校、卒業されるときの子供さんの姿勢っていうか気持ち、こ

れを私は会見第二小学校の卒業生である、また、私は会見小学校の卒業生であります、私たちは

西伯小学校の卒業生であり法勝寺中学校の卒業生である、南部中学校の卒業生である。はっきり

物を言えるような生徒にもしていただきたいと思いますが、この件についてもお願いですが、い

かがでしょう。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。それ下れの学校への思い、卒業した学校への、

母校への思いっていうのは、それは皆様方も同じであろうと思いますけども、本当にすごい思い

があるんだろうな。まさにそういう意味では、それ下れの学校を卒業するということの重みって

いうものもしっかり教えていきたい。それはやっぱり学んだ友達、教室、先生、全てが一つの思

い出だろうと思いますので、しっかりそういう意味では南部町の先生方も笑顔で教育に当たって

いかないといけないと思うんです。先生方の笑顔なくして子供の笑顔はないと思っておりますの

で、教職員の働き方改革とかいうこともありますが、そういうこともあわせて、母校を思う心、

そしてその子供たちがやがて、今、花回廊でやっております成人式で集うときには、南部町の子

であるっていう同窓意識みたいなものをより広げてまいりたいというふうに思ってるところでご

ざいます。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） ぜひともその気持ちで南部町の教育、また子供たちの育成をして

いただきたいし、またそれに伴う家庭、また地域にも今ぽろっと言われました米百俵の精神、私

の宝よりも私の子供が宝である。南部町、このいろいろあるけども、これよりも君たちが宝であ

るというような教育もぜひしていただきたい、このことをお願いしたいですけども、この私の気

持ちと福田教育長は同じ気持ちになるでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 教育長、福田範史君。

○教育長（福田 範史君） 教育長でございます。まさに議員の皆様の総意と、町民の皆様の総意

ということでございますけども、本当に一緒になって教育行政を進めてまいりたい。まさにおっ

しゃるように、家庭教育ってのは今難しいところがとってもたくさんございます。支援の必要な

部分があったり、さまざまな課題を抱えていらっしゃるところも事実でございます。そういうこ
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とも含めて、教育行政として取り組んでまいりたいというふうに思ってるところでございます。

２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） どうかよろしくお願いいたします。

○教育長（福田 範史君） よろしくお願いいたします。

○議員（10番 細田 元教君） 早速こちらの観光についてございますが……（発言する者あり）

町長、町長の気持ちとして町長の政策として、ことしは観光に力を入れて成ろを出す、その一点

の考えでよろしいでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。ある町長はないものはないというぐあいに言って有

名になりました。しかし、政治はやっぱりないものからあるものをつくり出すのもまた政治の大

きな力だと思ってます。南部町に観光はありません。ですから、このないものから有をどうやっ

て生むのか、これは会見、西伯通して長年の課題だと私は思っています。花回廊に３０２２上の

皆さんが来るけれども、じゃあ、これを南部町の中に滞留させることはできるのかどうか。私は

先ほどＳＮＳだとかいろいろ申し上げましたけど、観光に飛び道具はそうそうないんです。こと

し成ろを出すのかといえば、極めて自信はありません。もう少し自信を持って申し上げるのであ

れば、しっかりとこれを観光元年としながら足場をまずつくっていかなくては、簡単に観光がで

きましたというものでないと、このように思っています。まずは、その途についたということで

御理解いただきたいと、このように思います。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 一応、我が南部町に観光って何だろうな、里地里山、何もないと

ころが観光だと私は思ってます。ある東京の人が羽田空港をおりてこちらへ来るとき、そこのバ

イパス、ニュータウンのところのバイパスずっと通って、大山を見たときにほっとすると。この

大山だけでなく、どこでもやっぱりああいうきれいな山がいっぱいあるんですけど、この南部町

から見る大山ほど、裾野まで、またその下の会見町の、旧会見町の田んぼまで裾野まできれいに

出るのはここの大山だけらしいです。ほっとするって言われました。こういうことをぜひともや

ると、そこで企画監にお聞きしますけども、町長がまだ途にはついてませんって言われましたが、

企画としてどのようなことをまず第一歩やっていきたいと思っておられますか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 企画監でございます。まず、観光行政につきまして、今皆さん御存じ
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のように、インバウンドというのが非常に大きな流れが来ています。昨年度もインバウンドの訪

日客の消費額が４兆 ０００億２ということを記録し、７年連続で更新しています。その中で消

費内訳というところになりますと、こちらのほうが宿泊、買い物、飲食、これだけでおよそ８５

％を占めます。それ２外のところは娯楽、交通という関係になってきます。

まず、こちらのほう、宿泊のほうにつきましては、昨年ランナーズ・ヴィレッジ構想も上がっ

て農泊推進の交付金もいただいております。まずはそちらのほうで昨年礎を築いて、ことしにつ

きましては、そこを大きく発信していかなければならないというふうに思っています。まず、宿

泊に関しましては、ことしは指定管理にしたオートキャンプ場が今のところ二、三単に実績も上

げていると聞きますし、てま里のほうも順調に集まっていると思います。ですので、こちらのあ

とは農泊を絡めたランナーズ・ヴィレッジなど、情報発信をことしは集中的に行っていきたいと

思います。その情報発信も今までの手法だけではなく、ＳＮＳやグーグル広告、ヤフー広告など

も含めた今までなかった手法も取り入れてやっていきたいと思います。また、飲食につきまして

は、これは商工会との協力も必要になりますが、まずは看板やメニューの外国語表記、こちらの

ほうを何とか飲食店のほうにも御協力していただきたいと思ってます。

さらに、南部町に足らないものとしましては、土産物っていうものがないです。こちらにつき

ましても、今、当課の職員が中心となって、そのプロジェクトに取りかかろうと思っています。

こちらも簡単にできることではありませんが、近い将来には商品化になるような動きができれば

というふうに考えています。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 今いろいろ聞きました。企画監、陶山町長も今まで言われました。

また、観光協会のときの総会にも言われましたが、南部町に観光アドバイザー、プロモーターど

っちかな、あの人が赤猪岩神社を中心として１２ ０００人ほど南部町に今来ておられるんです

ね。ただ素通り、ただ見る、もったいないやな気がいたします。これの政策、対策は、今言われ

ましたけども、具体的にその１２ ０００人、私はこれ資源だと思ってるんですね。だけども、

商工会も観光協会もそれを生かす予算が一つもついてません。これについて、企画監、どのよう

に対応される予定でしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 細田議員のおっしゃるとおり、今、赤猪岩神社のほうには、いのしし

年ということもあり、ことしはかつてないぐらいの多くの方が来ています。ただ、そこは今通過

型になってるだけで、お金が落ちる仕組みが全くできていません。これは、ほかのところもめぐ
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るツアーの商品としてそこに立ち寄るっていう形で終わってしまってるからになります。これで

観光消費というとこで、いかに南部町にお金を落とすかということになりますと、やはり今中心

となってるのは、恐らく緑水園とかオートキャンプ場とか、あちらのほうに回って例えば料理を

食べてもらうとか、そこに対するアクティビティーを何かをつくって、そこにも泊まってもらう

とか、そういった仕組みを考えていかないとと思っています。今のところは、あとは、てま里の

ほうもありますし、民泊のほうもことし充実して、こちらのほうも民泊需要者をふやしていくよ

うな動きもしていかないといけないというふうに思ってます。とにかく泊まるところ、食べると

ころの充実っていうところが、その赤猪岩神社に訪れる１２ ０００人の人をただの通過型じゃ

なく、滞を型に持ち込んでいくべきだというふうに考えてます。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 確かに、１２ ０００人から２２人近くが遠藤観光アドバイザー

によって通過型かもしれませんけど、南部町に来てることは来てるんです。これは、これを資源

としてする政策が一つも今までない。お金を落とすならば今言われました農泊推進協議会でした

か、農泊、食べるとこ、これらの政策、また何というか、その人たちに働きかけは今後、今はし

ておられるかどうか知りませんけども、予算上何もないんだから、どのようにされるのかお聞き

したいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） まず、こちらのほうが先ほど申したとおり、やはり情報発信というも

のが足りていないというのが一番です。南部町にはどこが泊まるところがあるのか、どこに食べ

るところがあるのか、こういったものが発信できていないというのが大きな要素の一つでありま

す。赤猪岩神社に来られる方についても、その神社に来て帰るという目的だけで来ている方が恐

らく大半だと思いますので、ただ、その赤猪岩神社っていうものを調べてくるときに、あえて南

部町にはほかにもこういうところがあるんだ、こういう魅力的な場所があるんだ、こういったと

ころに泊まれるんだっていうとこを、ここは何度も何度も広報していって、ＳＮＳ等で発信して

やっていくしか今はないのではないかというふうに思っています。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） もう一つ、お聞きします。国の地方創生絡みですが、今一番国の

ほうが力を入れてるのが、関係人口ですか、私は交流人口かと思っとったら。関係人口、または

交流人口ですが、それと滞を人口、これを生かす手はない、これを生かさないけんと思いますけ

ども、これに対する政策とか取り組みについては、どのように考えておられますか。
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○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 交流人口、関係人口、観光の言葉でよく交流人口という言葉は使うん

ですけど、こちらにつきましては、とりあえず、まずは来てもらわないと何も始まらないと思っ

ています。まず、例えばインバウンドの話になって申しわけありませんが、昨年度、鳥取県で宿

泊した外国人数っていうのがおよそ１０２人弱、何とそのおよそ５割が西部のほうに宿泊してま

す。ただ、それが南部町のほうで流れているかと言いましたら、まだそこまではいっていないと。

ですので、まずはいかに南部町へ呼び込むか。それは、そういった施設があるだけではなく、い

わゆるビジュアル、インスタ映えって言葉もあるんですけど、そういったことでまずは来てもら

って、そういった関係を起こすっていうところがまずはできてませんので、そういったことを起

こす取っかかりのところから、まずは手を打っていかないといけないのではないかというふうに

思います。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） ＳＮＳとかいろんな情報で、そういうことでぜひぜひって言って

おられますが、今、最初の話の中で、一番目の話で取り組みの中で、ランナーズ・ヴィレッジっ

ていう話がありました。たまたま陶山町長は、マラソンが大好きでいろんなところ走っておられ

るようでして、どうもこれを南部町に持っていきたいというような構想があるんじゃないかと思

いますけども、これについては、いかがですか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） まず、ランナーズ・ヴィレッジのほうについての紹介ですけど、これ

は、まず、農泊推進対策事業という国の交付金の事業があります。その中の体験型のメニューの

大きな柱として、ランナーズ・ヴィレッジというものを開催していただいてます。昨年度秋から

取り組んだ事業で、とりあえずコース設定が終わって、マップはつくったという段階であります

が、これについてもまだ全然広報等が昨年の予算ではできませんので、ことしの交付金を使った

中でやろうと考えてます。これもいろいろ各種ホームページとかＳＮＳを主とした発信で、南部

町にはこういったコースもできているという中で、緑水園もありのコースも設定していますので、

そういったものも一緒にして打っていきたいというふうに考えています。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） これちょっと、今度は町長にお聞きしますけども、町長はランナ

ーズ・ヴィレッジ、またはランナー、いろんなところマラソンで出かけるようですけども、とい

うことは、それだけいろんな団体とのおつき合いがあろうと思いますが、自分がそういうランナ

－６２－



ーでいろんなところ走っておられる中で、いろんな団体とおつき合いがあろうと思いますが、こ

としじゅうにどっか一つの団体とか、そのブレーンでもいいです、南部町にそういう計画はお持

ちですか。ぜひともしていただきたいと思いますが、いかがですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。ランナーズ・ヴィレッジという名前はつけてますけ

ども、決して走るばっかりではなくて、自転車、それからウオーキング、山野の自然の中を走っ

たり歩いたりっていうこと、多様な南部町の自然の資源や、極端な話、私もよく言いますけれど

も、イノシシのワイヤーメッシュに乗ってるアマガエルまでも私は資源だと思っています。それ

に対する人材であったり、それからコースとコースをろびつけるような取り組み、それから外に

発信する力、そういうものを総力を挙げてやっていかなくちゃいけないと思っています。その中

で、ことしの今回の予算の中でも提案させていただきましたけども、韓国ハンリム大学の中の子

供さんが、を学生が、ことしの秋ぐらいから南部町に来て、韓国に対して情報発信をするという

ような取り組みもやろうと思っています。

御存じのとおり、ＤＢＳクルーズがえらくいろいろうわさもなってますけれども、自転車を年

せて一晩で境港まで来るわけでございまして、新たに境港から米子までの自転車道も完成しまし

た。もう一息、これをてま里であったり緑水園であったり、そういうとこを基地にしながら、出

雲大社や、それからコナンだとか、もしかしたら遠くの砂丘だとか、そういうとこの基地にする

っていうことが南部町で滞留時間を延ばす一番大きな課題だろうと思っています。幸い南部町は、

この県境の一番エッジの町ですので、ここを使えば９号線のような、またはああいう交通量の多

いところじゃなくて裏の道を使いながら山陰の観光は楽しめるんじゃないかと、このように思っ

ています。そういうとこに広げながら、まずはインバウンドの足がかりをつくっていきたい、こ

う思っています。どれがうまくいくのかっていうのはわかりませんけど、私はその韓国と米子に

たくさん来ています香港、これをどうやって南部町まで持ってくるのか、このあたりのところを

南部町の里山とあわせながら、歩く、走る、また自転車に乗る、そういうことを重ねながら楽し

んでいただける環境は十分にあると、このように思ってるとこです。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 町長と企画監の話をお聞きすると、すごくいいことで、このよう

にしたい、ああしたいこうしたいことばっかりなんですが、ここはひとつ、町長、または企画監

でもいいですが、一点突破しながらせんと、今みたいに料理のメニューばっか並べたってどうし

ようもないんで、今回はこれでやるというようなことしの案はありませんか。これは、町長がな
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ければ企画監でもいいですが、町長はそのような気持ちならば、企画としてでも、ことしはこれ

をやって実績をつくるというような意気込みが必要だと思いますけども、これについてはござい

ませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 企画監でございます。何度も同じ話になって申しわけないとこもあり

ますが、ことし、この農泊を中心とした中で、農泊推進協議会にも参画している緑水園、そうい

ったところも一緒に含めてまずは情報発信をして、この南部町の知名度を上げる。これが今、南

部町に人を呼ぶには一番大切なことではないかと思っています。そして、ＳＮＳの海外発信につ

きましても、今、県のほうがやっている、おおよそ２０２人のフォロワーを使って委託している

事業があります。そこにも南部町のイベント、そうした農泊、あらゆるものを登録させていただ

いて、海外に発信していって知名度を上げていきたい、ことしはまずはそれにかけたいというふ

うに思っています。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 要はまだことしはそういう情報発信するだけの期間であって、具

体的にこういう団体を呼んでやってみるっていうような計画は、町長、ございませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） これから先どう転んで、突然その団体ということになるかもしれません

けども、今のところ私が聞いてる範囲で、団体呼んで何かをすると、イベントをするということ

は聞いておりません。先週も内閣府のほうでこの話をしましたけども、やはりあちらのほうも、

まずはじっくりと地域の皆さんに外国の皆さんになれてくださいと言ってました。今、蛍のこと

だけでも、例えば英語なら通じるわけですわ。それで、じゃあどれだけ金田の蛍の情報が皆さん

に伝えられるかというと、非常にまだまだ心もとないところがあるわけです。南部町の、何てい

うんですか、観光するに当たっても、誰が、ガイドをどうするのか、それから、地域の皆さんも

そのことになれていただかなければなりません。それから、宿泊する場所もそうですし、それの

関係するいろいろな方々が、先ほど申し上げましたように、非常に裾野が広いわけです。御飯食

べていただくところも、ちゃんと相手の希望が聞ける、またはそういうような仕掛けもなくては

いけないと思っています。議員がおっしゃるように、早く何かの形をと言いますけど、今、途に

ついたところで、これからその仕掛けづくりのところでございます。職員も一生懸命、今かかわ

っておりますので、請う御期待といったところでございます。よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。
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○議員（10番 細田 元教君） 今、途についたということで、今、体制づくりというように解釈

いたしますが、ならば、観光協会と、もちろん今、商工会との連携の話も出ましたが、衣、衣は

いいんだ、食と住ですね、これが金が落ちるという一番のあれですけども、それに対してのほん

なら連絡会か、例えばほんなら観光協会及び商工会に、自分とこはこのように今計画立ててるの

で、それに合ったような対応をしていただきたいというような話し合いは、今、現時点または今

後も、早いがいいと思うけど、こんなでずるずるずるずるして１年終わったら、何しちょったか

ということになりますので、持たれておられるかどうかお聞きしたい。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 今、観光協会とは当然そういった話もしています。ただ、まだ商工会

のほうとはそういった話は一切出ていません。これは確かにもう近いうちに話をして、例えば外

国語表記に関しまして、町としてこういった補助金がある、県としてもこういった補助金がある

ってことを示した中で、あと、商工会のほうでこういったものを活用していったらどうかという

ような働きかけ等を商工会のほうにもしてもらいたいなというふうに思っています。きちっとし

た会をつくるかどうかまではまだ考えてはいませんが、協力を仰ぐっていうことは近々していき

たいと思っています。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 今一応よく金が落ちているのは、例えば花回廊と、そっからお客

さんが下へおりたとき、何だかいな、あそこに皆さん、何だいいうて……（「ジェラート」と呼

ぶ者あり）あっ、ジェラート。ジェラートはすごく人気だそうです。なら、そのように１つのと

ころに、例えば商工会ともうちょっと連携とられて。いつ下や、前にもＳＡＮチャンネル見まし

たら、どこだったかな、関西だか関東のほうから女性とかが来られて、その農泊のとこへ泊まら

れたらしいですね。ＳＡＮチャンネルで流れてましたが、そこでおもてなしされておられました。

えっ、ちょっと違うんじゃない。食べるなら外で食べてほしかった。例えばてま里、また、そこ

であるオアシスとかいろりとかの、もう一つ、たくさん食べるとこあるんですね、緑水園もです

が。なぜそれができんだっただろうかな。また、それをできるような仕掛けが必要だと思います

けども、企画監、いかがですか、この辺について。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 農泊につきましてはさまざまなニーズがあると思います。安いから来

てそこに泊まりたいっていう方もおられれば、そこに泊まって農家体験をして一緒にお食事をつ

くって食べたいというものもあります。むしろ今ターゲットにしたいのは後者のほうでありまし
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て、農家体験、あるいは料理体験を一緒にして、田舎のよさを味わっていただきたいというよう

のほうが農家民泊については割と全国的にもニーズがあるほうだというふうに感じています。２

上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） いや、それはそれでいいと思いますけども、ほんならそれについ

ての予算措置とか今後されるかどうか知りませんけども、そういう対応を課内で進めておられま

すでしょうか。むしろインバウンドとか、そういう関係人口、交流人口、滞を人口となれば、商

工会とも連携するならば、南部町にあるそういう飲食店の方やちにもお金を落として活性化せな

いけんと思いますけども、そしたら、そういうことばっかしとったら宿になっとるいうか民泊し

とる人やちは、今度は負担が多くなると思うんですよ。農泊でそこでいろんな事業で手伝うのい

いですけど、食べるのは外で食べてまた戻ってくる、こんなのも一つの方法だと思いますけども、

やっぱり宿、たしか５軒か６軒できたと思うんですけど、そこに負担がふえるようなことをして

はいけんような気がいたしますけども、その件についてはどのように思っておられますか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 泊まるメニューとしまして、先ほども申したように、素泊まりという

ものもありますし、体験して食べていただくというものあります。もちろん農泊事業者にとって

も、そこに泊まる人の人数、あるいは御自分の都合によってそれができるできないっていうのが

当然に事前に判断できるところだと思いますので、例えば申し込みがあったときに、その日に泊

まるとしたら素泊まりしかできない、あと、飲食についてはこういったとろがあるんで外で食べ

ていただきたいというような選択肢を与えるという形でやっていくべきかなというふうに考えて

おります。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 発想を１８０度転換いたしまして、南部町にあっちゃんとかオア

シスとか、いとがさんとか、いろんなとこ、また、まんぷくさん、すごく米子よりうまいでと。

おい、食べ行こうや、泊まるとこは民泊だ、発想の転換して、そういうことして、待つもいいで

すけど、そういうとこで１回食べに来ていただいて、おいしいなと、泊まるとこ民泊だっつって

いうやあにすれば、これもまたおもしろい発想じゃないかと思いますけども、それらのことも一

緒に考えておられますでしょうか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） 今のところ、そこにつきまして、当然頭にはありますが、今、推進し
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ているというところでは、農家民泊っていうのが、いわゆる体験を一緒にしたところっていうの

が国の施策で打ち出されているところであります。もちろんそれ２外のところでも、さっき細田

議員が言われたようなことはもちろん可能でありますんで、今後そういったことも踏まえて、こ

れから農家民泊ということの取り組みに当たっていきたいと思います。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 企画監、これね、案外おもしろいと思う。例えば、旧西伯町、ま

た会見町の、ここのとこおいしいよという発信がばあばあ続いたら、案外、食っていうのはおい

しかったら来るねん、どこからも。泊まるのは農泊だとなれば、そこでもうお金が落ちるんです

よ。そんなが手っ取り早いような気するんですけども、そうなったときに、どうしてもアルコー

ルやちが入るんですけども、あと、帰るときがないんだよな。バスがない、タクシーがない、こ

ういうとこだけん泊まらないけんだけど、それの対策もぜひ企画として企画課長等含めて考えて

もらわんと、来ては来てはええわ、一緒になってにぎわったはええわ、帰ることができんやにな

っちゃったらどうしようもないだけど、それも一緒に考えていただきたいと思うが、いかがです

か。

○議長（秦 伊知郎君） 企画監、本池彰君。

○企画監（本池 彰君） おっしゃるとおりであります。これにつきましては、何らかのことを

考えていかなきゃならないというふうには感じていますが、まだそこまでの考えには実際、具体

的なものは全く及んでいません。こういったことが問題になるっていうのは予想はできてました

けど、まだ具体的なことには至っていません。これが正直なところでございます。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） うちのような、南部町の一番アキレス腱みたいなとこでして、こ

れを何とか考えてもらわんと。これね、食べ物と買い物ばっかりだないだがんね。西伯病院の医

療にも関係することでして、米子からタクシーが来らんっつうんだがん、初めて知ったんだけど。

バスはもう７時か８時で終わっちゃうし、なら、タクシー呼んで行こうかったら、米子から上が

ってこんし、南部町にはないし、ほんならどげんなっとるかなあと思っておりますんで、本当に

そこは悩ましい。私も悩ましいとこですけど、それはぜひとも考えていただきたいと思います。

町長、何ぼ農泊だ観光言ったって、肝心かなめな足も、行動ができないっていうのが痛いやな

気がしますけども。ほんなら、ことし１年でもいい、ことしかけてもいいですわ。これを何とか

していただきたいが、これはいかがですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。
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○町長（陶山 清孝君） 本当悩ましいですよね、そこが。私もよく思います。今、行政の中で、

き究課題ですよ、まだき究課題で、議会の中、胸張って言えるところでありませんけれども、何

ていうんですか、ちまたではクルー、クルーってよく言ってるんですけども、スマホで利用者と

運転手さんをろびつけるようなものが観光地や、それから東京都内では動いています。要するに、

利用する人がたくさんいないと、それから、俺でも運転してやるわっていう人がたくさんいない

と機能しないわけです。南部町に仮にたくさんの人が、夜間そういう人たちがどっかに入って、

まずはキャッシュレスで御飯が食べれて、スマホで例えば夜の８時半に誰かここまで送ってくれ

ませんかとやれば、そこに手を挙げるボランティア的な人がいれば、そこに玄関横づけで車が来

る、そういうシステムは現実にありますし、県内でも今導入を目途に各市町村がいろいろ考えて

やり合っています。しかし、それにはやはり滞をする人口、利用する人が多くないと、また、そ

れに合わせて、じゃあ私は小遣い稼ぎに晩なとそういうことをしてみるわっていう人が多くない

限りできないわけですね。そういうところの可能性も含めながら今検討してるところです。また、

これは地域の福祉の関係にまたつながる可能性もありますんで、ぜひそういうことがうまく回る

ような仕掛けがないものか、私も考えてみますので、またいい情報がありましたらこちらこそ教

えていただきたいぐらいです。よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） いみじくも町長、これ、観光について３番目の観光事業推進、町

での町民のメリットっていう案件で、町長は、交流人口、また影響力いろいろ出して、一つのま

ちづくりだという最後締めくくられました。わあ何でもいいんです、まちづくりは。町長が観光

でまちづくりするったらそれでいいと思いますよ。できるところから一つ一つやっていただきた

い。そこには観光協会、商工会との連携が必要だと思いますが、本年度中にでも、私はそれらの

人とタッグを組んで、またそこから知恵が湧いてくるかもしれませんが、まちづくりって言われ

たからにはそれなりの施策が必要だし、町長は言われてます今までずっと、手挙げるの待っちょ

うだ、いろんなこと言われました。商工会、観光協会等がタッグを組んで、一緒になってやろう

よというような仕掛けをぜひともしていただき、まちづくりですので。そこから一点突破してい

ただきたいと思いますが、それはいかがですか。

○議長（秦 伊知郎君） 町長、陶山清孝君。

○町長（陶山 清孝君） 町長でございます。ぜひそういう方向で向かいたいと思っています。町

内の、先ほども言われましたように、食べるところがまずキャッシュレスでなければいけません。

それにまず応じていただけるかどうかを商工会や町や、もちろん今、県の補助金もありますので、
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そのめどが立てばその方向でまずスタートしたいなと思ってます。なかなかそういう気持ちにま

だ地域の皆さんがなってないわけです。パッチェリービーはキャッシュレスですか。パッチェリ

ービーも多分お金を入れて食券を買う、こういうシステムだと思います。皆さんも御存じのとお

り、一歩外に出たら、観光地は全てほとんどキャッシュレスになってきてます。今、オートキャ

ンプ場ですか、先日オートキャンプ場の連休の状況聞きましたけど、１年後には５０％がキャッ

シュレスでやると。いわゆる予手したときにお金が落ちていくというシステムになるだろうと、

このように言っています。そういうような機運をぜひ盛り上げていきたいと、このように思いま

すので、どう下よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。

○議員（10番 細田 元教君） 南部町、高齢化率が４０％ぐらいになってます。若い人がキャッ

シュレスっていうのはぴんとくるかもしんねえけど、僕みたいな年寄りはなかなかわからん。カ

ード使って悪用されるんじゃないかと、一番頼りになるの現金だと思いますが、だけど、そうい

う流れなら流れでいいですよ。南部町が先陣を切ってやっていただきたい。

もう一つ、これは企画だな、今、地方創生、前はＣＣＲＣで国からいろんな地方創生絡みで交

付金が来てました。これがことしか来年で終わって新しくまた始まりますが、そのときに国のほ

うは、今みたいに関係人口、また交流人口ですか、相当滞を人口に力を入れると。要は都会から

年寄りがこっちに戻ってくるっちゅうのはなかなかできんかったと。一応、全国で成功事例は南

部町というの挙がってますが、それプラス来んならば、関係人口、交流人口、滞を人口を目指す

ならば、それなりの交付金とかお金があろうと思いますが、そういう情報は入ってませんか。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。今の地方創生推進交付金は令和の２年度で

終わるわけです。この後、第２次の総合戦略というのに南部町も取りかかるわけでございますが、

そこで先ほど言われた関係人口であるとか、それから、今のＳＤＧｓ、国連の持続可能な開発目

標というようなところを取り入れた国の指針が２げられます。その中で、南部町になじんだ施策

というのを第１次の総合戦略の検証に基づいて、第２次に組み込むことによって、それがまた国

のほうからお金がもらえるというような計画づくりの段階に入るというぐあいに国のほうの情報

としては聞いております。南部町のこれからの第２次の総合戦略の工程というものは、まだ１次

の検証すらまだ終わってない段階でございますが、今年度から徐々に準備のほうは進めていきた

いというぐあいに考えております。２上です。

○議長（秦 伊知郎君） 細田元教君。
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○議員（10番 細田 元教君） これで最後にいたします。企画監、町長が観光事業でまちづくり

すると最後言われました。これが形になるような企画をぜひとも本年度中にいろんなことをして、

姿が出るように、また、町長が言いましたことが形としてあらわれるようなことを、ぜひとも企

画を中心とした事業としてやっていただきたい。これは要望です。あとは、教育長については、

もう教育関係については僕もシャッポ、脱帽でございます。そこまでできましたことを感謝申し

上げます。あとは、それらに、絶対観光で云々でそればっかりじゃない、どうしても横のつなが

りが出ます。そこには産業である建設であり、子育てであり、医療でも福祉もあると思う。それ

らを総合的な考え方を全部絡めた観光事業にしていただきたいことを要望いたしまして、私の一

般質問終わります。ありがとうございました。

○議長（秦 伊知郎君） ２上で１０番、細田元教君の質問を終わります。

これをもちまして通告のありました一般質問は終わりました。

これにて一般質問を終ろいたします。

・ ・

日程第４ 請願、陳情委員会付託

○議長（秦 伊知郎君） 日程第４、請願、陳情委員会付託を行います。

５月２７日に開催いたしました議会運営委員会までに受理した請願・陳情は、お手元に配付の

請願・陳情文書表のとおりであります。

お諮りいたします。お手元に配付の請願・陳情文書表のとおり、審査を付託することに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、配付の請願・陳情文書表のとおり付託

されました。

・ ・

日程第５ 上程議案委員会付託

○議長（秦 伊知郎君） 日程第５、上程議案委員会付託を行います。

お諮りいたします。上程議案につきましては、会議規則第３９条の規定により、お手元に配付

しております議案付託表のとおり、予算決算常任委員会へ付託したいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、２上の議案につきましては、予算決算
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常任委員会に付託いたします。

・ ・

○議長（秦 伊知郎君） ２上をもちまして本日の日程を全部を終了いたしました。

これをもって本日の会を閉じたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本日の会議は、これをもって散会とい

たします。

明日１９日からは常任委員会を持っていただき、付託案件についての御審議をお願いいたしま

す。

２日間、一般質問、大変御苦労さまでした。

午後３時２５分散会
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